
 

 

 

 

第 ６ 回 

 

 

熊本県議会 

 

教育警察常任委員会会議記録 
 

 

平成28年２月23日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 中 

 

 

場所  第 １ 委 員 会 室 



第６回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成28年２月23日) 

 - 1 - 

 

第 ６ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

平成28年２月23日(火曜日) 

            午前９時59分開議 

            午後０時15分休憩 

            午後１時14分開議 

            午後２時10分休憩 

            午後２時16分開議 

            午後３時29分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成27年度熊本県一般会計補

  正予算（第６号） 

 議案第４号 平成27年度熊本県立高等学校

  実習資金特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７号 平成27年度熊本県育英資金等

  貸与特別会計補正予算（第１号） 

 議案第19号 平成27年度熊本県一般会計補

  正予算（第７号） 

 議案第20号 平成28年度熊本県一般会計予

  算 

 議案第24号 平成28年度熊本県立高等学校

  実習資金特別会計予算 

 議案第27号 平成28年度熊本県育英資金等

  貸与特別会計予算 

 議案第64号 熊本県警察職員定数条例の一

  部を改正する条例の制定について 

 議案第65号 熊本県風俗営業等の規制及び

  業務の適正化等に関する法律施行条例等

  の一部を改正する条例の制定について 

 議案第66号 熊本県暴力団排除条例の一部

  を改正する条例の制定について 

 議案第67号 財産の減額貸付けについて 

 議案第76号 専決処分の報告及び承認につ

  いて 

 議案第77号 指定管理者の指定について 

 議案第78号 指定管理者の指定について  

 議案第79号 指定管理者の指定について 

 議案第80号 指定管理者の指定について 

 議案第81号 指定管理者の指定について  

 報告第４号 専決処分の報告について 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ①熊本県手数料条例等の一部を改正する

条例の制定について 

   ――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 内 野 幸 喜 

        副委員長 早 田 順 一 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 髙 島 和 男 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし)  

   ――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 田 崎 龍 一 

教育理事 金 子 徳 政 

総括審議員兼教育指導局長 上 川 幸 俊 

教育総務局長 吉 田 勝 也 

教育政策課長 田 村 真 一 

学校人事課長 國 武 愼一郎 

社会教育課長 河 村 雅 之 

文化課長 手 島 伸 介 

        施設課長 西 川 哲 治 

      高校教育課長 越 猪 浩 樹 

政策監兼高校整備推進室長 手 島 和 生 

義務教育課長 浦 川 健一郎 

特別支援教育課長 栗 原 和 弘 



第６回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成28年２月23日) 

 - 2 - 

人権同和教育課長 古 澤 広 義 

体育保健課長 平 田 浩 一 

警察本部 

本部長 後 藤 和 宏 

警務部長 黒 川 浩 一 

生活安全部長 佐 藤 正 泉 

刑事部長 池 部 正 剛 

交通部長 髙 山 広 行 

警備部長 中 島 恵 一 

首席監察官 甲 斐 利 美 

参事官兼警務課長 林   修 一 

参事官兼会計課長 松 岡 範 俊 

理事官兼総務課長 熊 川 誠 吾 

参事官兼生活安全企画課長 春 野 慎 治 

参事官兼刑事企画課長 杉 村 武 治 

参事官兼交通企画課長 岩 本 信 行 

参事官兼警備第一課長 石 原 裕 洋 

理事官兼交通規制課長 木 庭 俊 昭 

生活環境課長 冨 田 慶 二 

組織犯罪対策課長 中 島 誠 一 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 甲 斐   博 

     政務調査課主幹 池 田 清 隆 

――――――――――――――― 

    午前９時59分開議 

〇内野幸喜委員長 定刻より前ですが、ただ

いまから第６回教育警察常任委員会を開会い

たします。 

 まず、本日の委員会に９名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることにしま

した。 

 次に、本委員会に付託された平成27年度補

正予算と平成28年度当初予算及び条例等の議

案等を議題とし、これについて審査を行いま

す。 

 まず、平成27年度補正予算について、警察

本部、教育委員会の順に説明を求めた後、一

括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、警察本部長、教育長からの総括説明

は、平成27年度補正予算、平成28年度当初予

算及び条例等の議案等をあわせてお願いいた

します。 

 執行部が説明を行われる際は、効率よく進

めるため、最初に一度立っていただいた後、

説明は着座のまま簡潔にお願いいたします。 

 それでは、警察本部長から総括説明を行

い、続いて担当部課長から順次説明をお願い

します。 

 

○後藤警察本部長 委員の皆様には、平素か

ら警察行政各般にわたりまして、格別の御理

解と御支援を賜っておりますことに対し、改

めて御礼を申し上げます。 

 また、皆様には年明け早々年頭視閲式に御

出席をいただきまして、また、さきの管内視

察におきましては阿蘇警察署を御視察いただ

きまして、まことにありがとうございまし

た。 

 それでは、県警察から提案をさせていただ

いております議案等の概要につきまして、着

座をさせていただきまして御説明申し上げま

す。 

 まず、第１号議案平成27年度熊本県一般会

計補正予算についてでございます。 

 これにつきましては、職員給与の過不足調

整や事業費の確定、今後の執行見込みの精査

による補正を行うものでございます。 

 あわせてワンストップ支援センター業務委

託や、交番、駐在所等の土地、建物賃借など

総額8,010万8,000円の債務負担行為の設定を

お願いしております。 

 次に、第20号議案の平成28年度熊本県一般

会計予算についてでございます。 

 警察費の当初予算につきましては、総額

370億8,168万8,000円をお願いしているとこ

ろでございます。 

 主な事業といたしましては、高齢者の交通

事故や振り込め詐欺被害などを防止するため

「まち」と「ひと」を守る訪問声かけ隊を結
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成して行う戸別訪問やパトロール活動、いず

れも仮称ではございますが、熊本合志警察署

や氷川機動センターの整備などでございま

す。 

 次に、第64号議案熊本県警察職員定数条例

の一部を改正する条例でございます。 

 これにつきましては、警察法施行令の一部

改正により、地方警察官の定員の基準が改め

られることに伴い、警察官の定数を改正する

ものでございます。 

 次に、第65号議案熊本県風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律、施行条例

等の一部を改正する条例でございます。 

 これにつきましては、法の一部改正に伴い

関係条例の規定を整備するものでございま

す。 

 次に、第66号議案熊本県暴力団排除条例の

一部を改正する条例でございますけれども、

これは先ほど申しましたいわゆる風営適正化

法の一部改正に伴い、暴力団排除特別強化地

域における特定接客業の範囲の見直し等を行

うとともに、学校教育法の一部改正等を踏ま

え関係規定を整備するものであります。 

 次に、報告第４号でございますけれども、

これにつきましては専決した７件の交通事故

の和解についての報告をさせていただくもの

でございます。 

 このほか、その他の報告事項といたしまし

て、総務常任委員会で御審議をいただいてい

るところでございますけれども、熊本県手数

料条例等の一部を改正する条例について報告

をさせていただきます。 

 これにつきましては、先ほど申しましたい

わゆる風営適正化法の一部改正に伴い、特定

遊興飲食店営業が新設されたことを受けまし

て、許可申請等に伴う手数料を新設するもの

でございます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当者から

説明をさせますので、御審議のほどよろしく

お願い申しあげます。 

 以上でございます。 

 

〇松岡会計課長 会計課でございます。 

 補正予算関係議案につきまして、お手元の

警察本部の資料で説明させていただきます。 

 着座させていただきます。 

 初めに、第１号議案平成27年度２月補正予

算についてでございますが、表紙に「(平成2

7年度熊本県一般会計補正予算(第６号))」と

記載しております資料をごらんください。 

 資料１ページをお願いします。 

 補正予算につきましては、県人事委員会の

勧告に基づく職員の給与改定に要する経費の

増額や今後の執行見込みの精査に基づく減額

が主な内容でございます。 

 まず、上の段の公安委員会費の減額は、公

安委員会への委員の出席実績に伴う公安委員

報酬の減額、２段目の警察本部費につきまし

ては、給与改定に伴う増額と、退職予定見込

み者数の減による退職手当の減額など、３段

目の装備費の減額は、燃料単価の下落に伴う

車両燃料費の減額、最も下の段の警察施設費

の減額は、警察署等の設備保守委託の入札

で、予定価格より安く落札されたことに伴う

減額であります。 

 ２ページ目をお願いします。 

 上の段の運転免許費の減額は、各種講習受

講者が減尐したことなどに伴い、収入証紙の

売りさばき手数料や講習関係経費等が減額と

なったものであります。 

 下の段の、恩給及び退職年金費の減額は、

恩給や普通扶助料の受給者が亡くなられたこ

とにより、支給見込み額も減額となったもの

であります。 

 ３ページをお願いします。 

 警察活動費で１億2,690万7,000円の減額を

お願いしております。 

 説明欄１の一般警察運営費の減額は、被留

置者数が減尐したことに伴い、被留置者の食

料費等も減額となったものであります。 



第６回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成28年２月23日) 

 - 4 - 

 ２の生活安全警察運営費につきましては、

生活安全警察に係る許認可事務に必要な収入

証紙の売りさばき手数料の若干の増加と、講

習委託料等の減額などであります。 

 ３の交通警察運営費の減額は、自動車保管

場所調査委託の入札に伴い、予定価格より安

く落札されたことによるものであります。 

 ４の交通安全施設費の減額は、交通安全施

設整備のもととなる県の道路整備計画がおく

れましたことに伴い、必然的に信号機の整備

ができなかったものであります。 

 なお、これにより減額となりましたことか

ら、その分につきましては平成28年度予算に

上乗せして計上し整備することとしておりま

す。 

 以上、警察費合計欄のとおり、補正予算の

総額は3,129万4,000円の増額となりまして、

補正後の予算総額は380億5,926万9,000円と

なります。 

 ４ページをお願いします。 

 第１号議案第３表、債務負担行為の補正で

ございます。 

 交番、駐在所等の土地、建物の賃借の契約

に要する経費として2,288万1,000円を、ま

た、下の段の警察関係業務としまして、平成

28年度当初から、役務の提供を受ける必要の

ある顧問弁護士料やワンストップ支援センタ

ー業務委託料等10項目5,722万7,000円の増を

お願いしております。 

 第１号議案の説明は、以上でございます。 

 なお、地方創生加速化交付金を活用した事

業などの国の補正予算に対応する警察費の計

上はございません。 

 御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

〇内野幸喜委員長 続いて、教育委員会から

説明をお願いいたします。 

 

〇田崎教育長 議案の説明に先立ちまして、

今月21日に公立中学校教員が殺人未遂容疑で

逮捕されました事案につきまして、委員の皆

様方並びに県民の皆様に対しまして深くおわ

びを申し上げます。 

 教職員がこのような行為を行ったことは極

めて遺憾であり、まことに申しわけなく思っ

ております。今後、服務監督権者である合志

市教育委員会からの報告を受けて、厳正に対

応してまいります。 

 なお、現在学校には、生徒の心のケアのた

めに合志市教育委員会で臨床心理士１名を常

駐させております。 

 また、学校の要請に応じて、県教育事務所

のスクールソーシャルワーカーについても対

応できるようにしているところでございま

す。 

 一日も早く学校教育の信頼回復を図れるよ

う、全力を挙げて不祥事根絶に向けた取り組

みを行ってまいります。 

 次に、内野委員長を初め委員の皆様方にお

かれましては、日ごろから教育行政全般にわ

たりまして御指導、御助言をいただいており

ますことを、心からお礼を申し上げます。 

 また、先月26日に行われました管内視察で

は学校現場においでいただきまして、貴重な

御助言、御指導をいただきましたことに対し

まして、深く感謝申し上げます。いただいた

御意見を、今後の施策に役立ててまいりま

す。 

 それでは、今回提案申し上げております教

育委員会関係の議案の概要につきまして、着

座のまま御説明を申し上げたいと思います。 

 まず、平成27年度２月補正予算につきまし

て、第１号議案平成27年度熊本県一般会計補

正予算(第６号)、第４号議案平成27年度熊本

県立高等学校実習資金特別会計補正予算(第

１号)、第７号議案平成27年度熊本県育英資

金等貸与特別会計補正予算(第１号)におきま

して、総額５億1,353万7,000円の減額補正を

お願いしております。 

 また、第19号議案平成27年度熊本県一般会
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計補正予算(第７号)におきまして、経済対策

分として8,846万9,000円の増額補正をお願い

をしております。 

 次に、繰越明許費補正でございます。 

 教職員住宅解体工事など６件について、繰

越明許費補正を行うものでございます。 

 次に、債務負担行為の設定でございます。 

 県民総合運動公園管理運営業務など13件に

ついて、債務負担行為を設定するものでござ

います。 

 次に、平成28年度当初予算につきまして、

第20号議案平成28年度熊本県一般会計予算、

第24号議案平成28年度熊本県立高等学校実習

資金特別会計予算、第27号議案平成28年度熊

本県育英資金等貸与特別会計予算におきまし

て、総額1,572億3,554万円余をお願いしてお

ります。 

 以下、予算の主な内容について御説明申し

上げます。 

 まず、日本遺産による文化財群魅力発信支

援事業につきましては、文化庁が実施する日

本遺産に係るこれまでの人吉・球磨地域の取

り組みに加え、新たに認定を目指す菊池川流

域の取り組みを支援することにより、文化財

を活用した地域の活性化を図ってまいりま

す。 

 次に、県立高等学校施設増改築事業につき

ましては、県立高等学校施設の安全性を確保

し機能向上を図るため、老朽化した施設の改

築等に計画的に取り組んでまいります。 

 平成28年度は熊本工業高校及び小川工業高

校の実習棟改築の基本実施設計に着手いたし

ます。 

 次に、県立高等学校再編統合施設整備事業

につきましては、県立高等学校再編整備等基

本計画に基づく新設校の施設整備等で、平成

28年度は球磨地域新校Ａ及び新校Ｂに係る施

設改修等を行います。 

 次に、高校生キャリアサポート事業につき

ましては、キャリアサポーターによる求人開

拓活動等の就職支援を行い、生徒の社会生活

への円滑な移行、早期離職防止を図ります。

 また、工業高校生の県内就職支援のため、

全ての工業高校に仕事コーディネーターを配

置いたします。 

 次に、実習船熊本丸代船建造事業につきま

しては、竣工から17年目を迎えます実習船熊

本丸の代船建造を平成31年３月までに実施す

るため、平成28年度は基本設計を行います。 

 次に、特別支援教育環境整備事業につきま

しては、急増する知的障害のある生徒の受け

入れ環境を確保するため、平成31年度の開校

を目指す東部支援学校――仮称でありますけ

れども――の校舎整備とともに、盲学校及び

熊本聾学校の寄宿舎改築などを進めてまいり

ます。 

 次に、債務負担行為の設定でございます。 

 熊本工業高校実習棟改築事業など４件につ

いて、債務負担行為を設定するものでござい

ます。 

 続きまして、条例等議案でございます。 

 議案第67号につきましては、一般財団法人

熊本県青年会館に対する財産の減額貸し付け

に係るものでございます。 

 次に、議案第76号につきましては、熊本県

育英資金貸付金の支払請求に係る訴えの提起

に係るものでございます。 

 また、議案第77号から議案第82号につきま

しては、県立体育施設に係る指定管理者の指

定に係るものでございます。 

 以上が、今議会に提案申し上げております

議案等の概要でございます。 

 詳細につきましては、担当課長からそれぞ

れ御説明申し上げますので、よろしく御審議

いただきますようお願い申し上げます。 

 

〇田村教育政策課長 教育政策課でございま

す。着座の上、御説明させていただきます。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 上段の教育委員会費でございますが、32万
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1,000円を減額するものでございます。 

 右側説明欄１の(1)教育委員会委員報酬等

において、支給見込み額の減によるものでご

ざいます。 

 中段の事務局費は、1,306万1,000円を減額

するものでございます。 

 右側説明欄１の(3)県立学校校務情報化推

進事業における県立学校教員の校務用パソコ

ンリース更新に係る入札残など、所要見込み

額の減によるものでございます。 

 下段の教職員人件費は、79万円を減額する

ものでございます。 

 右側説明欄１の(1)教職員住宅建設償還金

及び財産処分費における教職員廃止住宅の解

体工事に要する経費の入札残等、所要見込み

額の減によるものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 恩給及び退職年金は、年度途中の受給者死

亡による支給額の減により909万2,000円を減

額するものでございます。 

 以上、総額2,326万4,000円の減額補正を計

上しております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇國武学校人事課長 学校人事課でございま

す。着座にて説明させていただきます。 

 各事業の説明に先立ちまして、今回補正を

お願いしております教職員の給与費につきま

して、各課に共通する事項でございますの

で、一括して学校人事課の例で御説明させて

いただきます。 

 説明資料は、引き続き３ページをお願いい

たします。 

 下段の事務局費の右側、説明欄をごらん願

います。 

 １、職員給与費につきましては、当初予算

では平成27年１月１日現在で在籍している職

員の給与をもとに算定をいたしております。

その後、４月の人事異動等によりまして、予

算と実際の給与費に違いが生じておりますの

で、今回補正をお願いするものでございま

す。 

 以下、学校人事課の教職員給与費及び社会

教育課、文化課、施設課、体育保健課の職員

給与費に係る補正予算につきましても同様の

理由によるものでございますので、当課及び

各課からの説明は省略させていただきます。 

 それでは、学校人事課の各事業について御

説明いたします。 

 引き続き、資料３ページの下段、事務局費

でございますが、右側説明欄の２、退職手当

の増額につきましては、事務局職員の定年や

年度末までの自己都合等の退職者に係る退職

手当の支給見込み額増によるものでございま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 １段目の教職員人事費１億1,935万6,000円

の増額につきましては、説明欄の１､退職手

当におきまして、先ほどと同様でございます

けれども、退職手当の支給見込み額の増、

２､管理運営費におきまして、(1)県立学校技

師欠員等配置費で、技師の勤務実数の実績減

に伴う賃金等の所要見込み額の減、(3)の公

立高等学校授業料徴収等事業で、就学支援金

の支給対象者の減に伴う高等学校等就学支援

資金の所要見込み額の減によるものでござい

ます。 

 また(2)の教育サポート事業では、小中学

校サポーターに係る国庫補助金の内示減、

３､公立学校教員採用選考考査事務費では、

熊本市への問題提供に係る負担金収入増に伴

い、それぞれ財源更正をお願いしておりま

す。 

 次に、２段目の教職員費につきましては、

３億6,132万9,000円の増額補正をお願いして

おります。 

 このうち右側説明欄の２、国庫支出金返納

金155万6,000円でございますが、これは義務

教育費国庫負担金につきまして、平成24年度
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分の額の再確定に伴う国庫への精算返納金で

ございます。 

 なお、額の再確定に伴いまして、平成25年

度分につきましては国庫から123万7,000円余

の精算交付金がありますので、２月補正にお

いて本年度の歳入として計上しており、教職

員給与費の財源に充当いたしております。 

 ４段目の高等学校総務費の7,689万8,000円

の減額のうち、右側説明欄の２、学校運営費

の減額は、非常勤講師の勤務時間数の実績に

伴う報償費の正味額の減によるものでござい

ます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 １段目の、全日制高等学校管理費では

1,411万7,000円の減額、２段目の定時制高等

学校管理費及び３段目の通信教育費では、財

源更正をお願いしていますが、これらはいず

れも生徒数見込みの減に伴いまして、授業

料、入学料、授業料不徴収交付金の歳入減等

により学校運営費を補正するものでございま

す。 

 ４段目の特別支援学校費につきまして、１

億4,386万3,000円の減額補正をお願いしてお

ります。 

 右側説明欄の２、学校運営費の減額は、非

常勤の勤務時間数の実績減に伴う報酬等の所

要見込み額の減、３､就学奨励費の増額につ

きましては、支給対象の増に伴う所要見込み

額の増によるものでございます。 

 以上、学校人事課といたしまして、最下段

でございますが、総額２億7,006万9,000円の

増額補正をお願いいたしております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇河村社会教育課長 社会教育課でございま

す。着座にて御説明いたします。 

 説明資料の、６ページ上段をお願いいたし

ます。 

 社会教育総務費でございますが、1,508万

9,000円の減額でございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 ２の、地域・家庭教育力活性化推進事業費

は、いずれも国庫補助事業または国庫委託事

業における所要見込み額の減により、1,363

万9,000円を減額するものでございます。 

 次に、下段をお願いいたします。 

 図書館費でございますが、1,942万8,000円

の減額でございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 ２の事業費は、くまもと文学・歴史館の改

修工事において、入札残等による所要見み込

額の減より1,210万9,000円を減額するもので

ございます。 

 以上、総額3,451万7,000円の減額補正を計

上しております。 

 御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

〇手島文化課長 文化課でございます。着座

にて御説明いたします。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 まず文化費でございますが、総額１億

6,592万3,000円の減額でございます。 

 主なものを御説明いたします。右側の説明

欄をごらんください。 

 ２の文化振興費ですが、日本遺産関連の市

町村指定文化財修理費等の執行残を減額する

ものでございます。 

 ３の(1)埋蔵文化財発掘調査ですが、県が

国等から受託した公共事業に伴う埋蔵文化財

発掘調査について、調査整備業務に係る入札

残や、北熊本スマートインターチェンジの用

地取得が困難となり、発掘調査が実施できな

かったことにより減額するものでございま

す。 

 ４の(1)の文化財収蔵庫管理ですが、国の

補助金額の減に伴い執行できなかった分を減

額するものでございます。 

 続きまして、説明資料の８ページをお願い

いたします。 
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 美術館費ですが、総額2,122万6,000円の減

額でございます。 

 右側の説明欄４の美術館施設整備費です

が、美術館本館改修に伴う入札残を減額する

ものです。 

 ５の永青文庫推進事業費ですが、永青文庫

関連の古文書などの調査研究を委託する経費

のうち、熊本大学が国の研究大学強化促進事

業の助成を受けることとなったことから、入

札残などを合わせて減額するものでございま

す。 

 ６の美術品取得基金積立金及び７の永青文

庫常設展示振興基金積立金につきましては、

運用利息を積み立てさせていただくものでご

ざいます。 

 続きまして、下段の教育施設災害復旧費で

すが、９万円の減額でございます。 

 社会教育施設災害復旧費でございます。台

風15号で被害を受けました県立装飾古墳館の

施設復旧に伴う入札残を減額するものでござ

います。 

 以上、文化課として総額１億8,723万9,000

円の減額補正を計上いたしております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇西川施設課長 施設課でございます。着座

の上、御説明いたします。 

 説明資料の９ページをお願いします。 

 １段目の教育財産管理費でございますが、

右側の説明欄をごらんください。 

 これは、旧水俣高校宿舎、宇土高校及び鹿

本農業高校の学校用地売払い収入を受け入れ

たことによる財源更正でございます。 

 ２段目の、全日制高等学校管理費でござい

ますが、2,635万3,000円の減額でございま

す。 

 説明欄の１の(1)高等学校施設維持管理費

は、消防設備点検など法定検査料執行見込み

額の減でございます。 

 ３段目の学校建設費でございますが、

6,725万3,000円の増額でございます。 

 説明欄１の(2)校舎新・増改築事業は、翔

陽高校実習棟改築事業の国庫補助内示に伴う

財源更正、(3)文化財調査費は所要見込み額

の減、(4)県立高等学校施設整備事業は、補

助災害等の対象にならない台風災害関連事業

について増額するものでございます。 

 ４段目の特別支援学校費でございますが、

87万6,000円の増額でございます。 

 説明欄の１の(1)施設維持管理費は、特別

支援学校における法定検査料執行見込み額の

減、(2)特別支援学校施設整備事業は、台風

災害関連事業の増額でございます。 

 ５段目の教育施設災害復旧費でございます

が、２億6,263万6,000円の減額でございま

す。 

 説明欄の１の(1)は、災害復旧指導監督事

務費の執行額の減、(2)県立学校施設災害復

旧事業は、大津高校体育館復旧工事におきま

して、被災直後に行った屋根及び床浸水拡大

防止マットの応急対策によりまして、被害の

拡大を防止することができたことによる減額

及び災害査定による減でございます。 

 以上、総額２億2,086万円の減額補正を計

上いたしております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。着座にて説明をさせていただきます。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 上段の事務局費でございますが、1,223万

3,000円の減額でございます。 

 右側の説明欄のとおり、新設高等学校等教

育環境整備事業における所要見込み額の減で

ございまして、阿蘇中央高校及び天草拓心高

校における校舎間バス運行委託の入札に伴う

執行残でございます。 

 下段の教育指導費は、１億504万6,000円の
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減額でございます。 

 主なものとしましては、右側説明欄１の

(1)通学支援事業における所要見込み額の減

で、バス等の利用予定者の実績減による

5,601万5,000円の減額でございます。 

 ２の(2)スーパーグローバルハイスクール

推進事業は、指定校２校分の予算措置に対し

１校指定となったことによる2,199万3,000円

の減額でございます。 

 ３の(1)の初任者研修(県立)における所要

見込み額の減は、補充のための非常勤講師採

用実績減による人件費700万円の減額でござ

います。 

 説明資料の11ページをお願いいたします。 

 上段の教育振興費は、7,068万3,000円の減

額でございます。 

 主なものとしましては、右側の説明欄３の

(1)の奨学のための給付金における所要見込

額の減でございます。 

 中段の保健体育総務費は45万円の減額でご

ざいまして、右側の説明欄のとおり定時制高

等学校夜食費における所要見込額の減でござ

います。 

 以上、一般会計につきましては１億8,841

万2,000円の減額でございます。 

 続きまして、下段をお願いします。 

 熊本県立高等学校実習資金特別会計でござ

います。 

 農業高等学校費は、６万6,000円の増額で

ございます。右側説明欄のとおり、基金運用

利息の増によるものでございます。 

 続きまして、説明資料の12ページをお願い

します。 

 熊本県育英資金等貸与特別会計でございま

す。育英資金等貸付金は、5,582万6,000円の

減額でございます。 

 右側説明欄のとおり、奨学生の退学や辞退

等に伴う貸与者数の実績減によるものでござ

います。 

 以上、一般会計、特別会計を合わせまし

て、総額で２億4,417万2,000円の減額でござ

います。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇浦川義務教育課長 義務教育課でございま

す。着座にて説明いたします。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 教育指導費でございますが、2,075万3,000

円の減額でございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の学校教育指導費でございますが、376

万8,000円の減額でございます。 

 (1)の学力向上対策事業につきましては、

熊本県学力調査問題の入札残による所要見込

み額の減でございます。 

 (2)の東日本大震災被災幼児・児童・生徒

修学等支援事業につきましては、補助対象市

町村の減による所要見込み額の減でございま

す。 

 (3)の小中一貫教育推進事業につきまして

は、国庫委託金の内示減でございます。 

 次に、２の教育研修費でございますが、

1,475万円の減額でございます。 

 主な減額の理由は、(1)の初任者研修につ

きましては、研修時に初任者にかわり授業を

行う非常勤講師の採用実績減による所要見込

み額の減でございます。 

 (2)の指導改善研修事業につきましては、

研修指導員の配置減による所要見込み額の減

でございます。 

 続きまして、３の児童生徒の健全育成費で

ございますが、223万5,000円の減額でござい

ます。 

 (1)の外部専門家による学校支援充実事業

でございますが、スクールカウンセラーの旅

費の執行残及びスクールソーシャルワーカー

の社会保険料の執行残等、所要見込み額の減

でございます。 

 以上、総額2,075万3,000円の減額補正を計
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上しております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇栗原特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。着座にて御説明いたします。 

 説明資料の14ページをお願いいたします。 

 まず、上段の教育指導費でございますが、

1,297万8,000円の減額でございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 主なものといたしまして、１の(2)のほほ

えみスクールライフ支援事業でございます

が、人工呼吸器装着児童生徒の訪問看護利用

補助事業における補助対象者が見込みよりも

尐なかったことに伴う減額でございます。 

 次に、(4)の発達障がい支援事業でござい

ますが、特別教育支援員の人件費所要見込み

額の減によるものでございます。 

 次に、下段の特別支援学校費でございます

が、1,302万円の減額でございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の(1)特別支援教育環境整備事業でござ

いますが、入札残に伴う所要見込み額の減で

ございます。 

 以上、2,599万8,000円の減額補正を計上し

ております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。着座にて説明させていただきます。 

 説明資料の15ページをお願いいたします。 

 保健体育総務費でございますが、1,661万

8,000円の減額でございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 ２の学校保健給食振興費の(1)県立学校に

おける健康診断、(3)栄養教諭初任者研修事

業につきましては、実績に基づく所要見込み

額の減、また(2)、(4)、(5)については、国

庫委託金の内示減によるものでございます。 

 次に、下段の体育振興費でございますが、

1,018万5,000円の減額でございます。これ

は、１の学校体育振興費の(1)地域スポーツ

人材の活用実践支援事業の国庫委託金の内示

減、(2)児童生徒のスポーツ環境整備事業の

所要見込み額の減によるものでございます。 

 以上、総額2,680万3,000円の減額補正を計

上しております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇田村教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 説明資料の16ページをお願いいたします。 

 繰越明許費補正の変更について、御説明い

たします。 

 教育総務費につきましては、教職員住宅の

解体に要する経費として932万4,000円、また

教育災害復旧費につきましては、８月に発生

しました台風により被災しました教職員住宅

の復旧に要する経費として1,062万9,000円の

設定をお願いしております。いずれの工事も

平成28年３月末の竣工を予定しております

が、天候不良等の突発的な事項の発生によっ

ては年度内に竣工できないことが予想される

ため、繰越明許費の設定をお願いするもので

ございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の16ページ下段をお願いいたしま

す。 

 繰越明許費補正につきまして、御説明いた

します。 

 高等学校費につきましては、1,290万8,000

円の増額変更でございます。 

 県立熊本農業高校の高等学校産業教育設備

整備における搾乳機の更新について、搾乳機
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設置に伴う搾乳室改修工事が、入札不調によ

る再入札などで当初の予定よりもおくれたこ

とによりまして、その後の搾乳機設置につい

て年度内に完了することが困難となったた

め、繰越明許費の増額をお願いするものでご

ざいます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇田村教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 説明資料の17ページ上段をお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定でございます。これは

教職員住宅用地に係るものでございまして、

南関高校教職員住宅地ほか３カ所の住宅用地

借り受けに係る年間借地料として89万3,000

円を計上しております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇國武学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 同じく17ページ中段の説明資料をごらん願

います。 

 校長宿舎等賃借に係る債務負担行為の設定

でございます。 

 これは東稜高校及び大津支援学校の校長宿

舎等を年間賃借するものでございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇河村社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 同じく、説明資料17ページ下段をお願いい

たします。 

 電話相談室賃借に係る債務負担行為の設定

でございます。 

 これは、家庭教育電話相談事業で使用する

電話相談室を年間賃借するもので、54万円を

計上しております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇西川施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の18ページ、上段をお願いしま

す。 

 県立学校用地等賃借に係る債務負担行為の

設定でございます。 

 矢部高校プール用地など４校における年間

賃借料でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の18ページ中段をお願いいたしま

す。 

 一般会計の債務負担行為設定について御説

明いたします。 

 公立学校初任者研修バス賃借に係る債務負

担行為の設定でございまして、県立学校初任

者研修で使用するバスの賃借料につきまして

は、平成28年度当初に研修を実施するため、

平成27年度中に契約を行う必要があることか

ら、債務負担の行為の設定をお願いするもの

でございます。 

 続きまして、下段をお願いします。 

 熊本県育英資金等貸与特別会計の債務負担

行為設定について、御説明いたします。 

 システム保守業務に係る債務負担行為の設

定でございまして、熊本県育英資金で使用す

るシステムの保守業務委託料については、平

成28年度当初からシステム保守を行うため、

平成27年度中に契約を行う必要があることか

ら、債務負担行為の設定をお願いするもので

ございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 
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〇浦川義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 説明資料の19ページ上段をお願いいたしま

す。 

 公立学校初任者研修バス賃借に係る、債務

負担行為の設定でございます。 

 これは、公立小中学校初任者研修で、年度

当初から使用するバスの賃借料として43万

2,000円を計上しております。 

 以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇平田体育保健課長 同じく、説明資料の19

ページ下段をお願いいたします。 

 体育施設管理運営業務につきまして、県民

総合運動公園を初めとする県立体育施設６施

設の指定管理者への管理委託に要する経費と

しまして、平成28年度から平成32年度までの

５年間の債務負担行為の設定を行うものでご

ざいます。 

 なお、平成28年度からの新たな指定管理者

の指定につきましては、改めて後ほど条例等

議案関係で御説明させていただきます。 

 以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇河村社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 ２月補正予算、国の補正予算対応分の関係

資料の２ページをお願いいたします。 

 社会教育総務費でございますが、2,980万

円の増額でございます。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 (1)の地域未来塾ＩＣＴ機器等整備事業で

ございますが、これは既に実施している市町

村における地域未来塾で使用するＩＣＴ機器

の整備に要する経費で、国庫10分の10の補助

事業でございます。なお、この補正予算につ

きましては、年度内の執行が困難であるた

め、この後御説明いたしますが、全額繰り越

しをお願いすることとしております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇西川施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の２ページ下段をお願いします。 

 特別支援学校費でございますが、5,409万

9,000円の増額をお願いしております。 

 説明欄をごらんください。 

 松橋東支援学校及び荒尾支援学校のトイレ

改修事業につきまして、国の補正予算に伴い

交付金の申請を行うものでございます。 

 なお、この補正予算につきましては、後ほ

ど御説明しますが、年度内の執行が困難であ

るため、全額繰り越しをお願いしておりま

す。 

 以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の３ページをお願いします。 

 教育指導費でございますが、457万円をお

願いしております。 

 右側説明欄をごらんください。 

 産業教育課題研究充実事業でございます

が、これは専門学科等で開催される研究大会

等で、上位成績の県立高校における課題研究

に要する経費でございます。この事業を実施

することにより、高校生が商品化、製品化に

向けてアイデアにさらに磨きをかけるととも

に、地域産業界のみならず、全国展開してい

る企業との連携を通じて新たなビジネスの創

出につながることを期待しております。 

 なお、この補正予算につきましては年度内

の執行が困難であるため、この後説明いたし
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ますが、全額繰り越しをお願いすることとし

ております。 

 

〇河村社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の設定について御説明いたしま

す。 

 社会教育費でございますが、先ほど御説明

いたしました地域未来塾ＩＣＴ機器等整備事

業につきまして2,980万円の設定をお願いし

ております。 

 以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇西川施設課長 施設課でございます。 

 同じく、４ページ下段をお願いします。 

 繰越明許費補正でございます。 

 特別支援学校費につきましては、補正前の

１億3,200万円に、先ほど御説明申し上げま

した5,409万9,000円を追加するものでござい

まして、補正後の額は１億8,609万9,000円と

なります。 

 以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の５ページをお願いします。 

 教育総務費につきまして、457万円の増額

変更でございます。 

 先ほど御説明いたしました産業教育課題研

究充実事業の457万円につきまして、年度内

の執行が困難であるため、全額繰り越しをお

願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇内野幸喜委員長 以上で、平成27年度補正

予算に係る執行部の説明が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 なお、質疑を受けた課は、課名を言って座

ったまま説明をしてください。 

 まず先に、警察本部に係る質疑を受け、そ

の後、教育委員会に係る質疑に移りたいと思

います。 

 それでは、警察本部に係る質疑はありませ

んか。 

 

〇荒木章博委員 １ページの警察装備品の維

持管理費ということで、燃料単価の下落によ

るということで書いていますけども、この車

両というのは大体どのくらい実際今所有され

ているんですかね。 

 

〇林警務課長 警務課でございます。 

 現在、総台数は約1,200台ございます。四

輪が約900台、それと二輪が300台ということ

で、合計1,200台余りを保有しております。 

 

〇荒木章博委員 それと約2,000万のちょっ

と――これはもちろん単価ですけども、活動

される走行距離というのはそんなに変わらな

いんですかね、毎年の。 

 

〇林警務課長 走行距離については、さほど

差はございません。 

 

〇荒木章博委員 わかりました。 

 以上です。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。 

 

〇小杉直委員 教育長の説明要旨の。 

 

〇内野幸喜委員長 いやいや、まず警察本部

から。 
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〇小杉直委員 では、警察本部に１つ。 

 本部長の説明要旨の中で２ページ、高齢者

の交通事故や振り込め詐欺被害などを防止す

るため、「まち」と「ひと」を守る訪問声か

け隊を結成して行う戸別訪問やパトロール活

動というふうになっておりますが、これは以

前も説明を受けましたけれども、生安部長の

ほうで、これのスタートの現況はいかがです

か。 

  （「当初」と呼ぶ者あり) 

〇内野幸喜委員長 当初で。 

 

〇小杉直委員 当初な。はい、御無礼しまし

た。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇内野幸喜委員長 はい、なければ、これで

警察本部に係る質疑を終了します。 

 引き続き、教育委員会に係る質疑に移りた

いと思います。質疑はありませんか。 

 

〇溝口幸治委員 国の補正予算対応の２ペー

ジの社会教育課、地域未来塾ＩＣＴ機器等整

備事業ですね、これはＩＣＴ機器はいろいろ

ありますけど、どういうものが整備をされる

のかということと、市町村は幾つかだったで

すよね、これ該当したのは、どういうところ

が、どういうところというか、手を挙げてい

るのは全部挙げているのか、それともどうい

うところが挙げているのか、お答えをいただ

きたいと思います。 

 

〇河村社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 御質問のありましたＩＣＴの関係です。整

備例といたしましては、タブレットであった

りＬＡＮの設備、あとは電子黒板であった

り、あとプロジェクターであったりというこ

とで、学習する上での設備ということが考え

られます。 

 また地域未来塾に関しまして、今回、国の

補正対応というのは、現在平成27年度実施を

していただいている市町村に照会をかけさせ

ていただいておりまして、市町村名で申し上

げますと、荒尾市、山鹿市、合志市、阿蘇

市、産山村、御船町、津奈木町、錦町、湯前

町、山江村ということで10市町村が手を挙げ

ていただいている状況でございます。 

 

〇溝口幸治委員 イメージとしては経済対策

で、その昔ＩＣＴに結構お金がついて入れま

したよね。そういうところ以外で、そのとき

にちょっと乗りおくれたりとか、最近ＩＣＴ

頑張り始めたところが今回これを活用して入

れることができるというふうに理解をしてい

いのかどうかというのを、ちょっとお聞きし

たいと思います。 

 

〇河村社会教育課長 御意見のとおりでござ

いまして、電子黒板を以前入れていたけれど

も、例えば１教室１台なかったというところ

が、もっと充実をしたいというところであっ

たり、御案内のとおり県内ＩＣＴ頑張ってい

らっしゃいます山江村であったりというよう

なところは、さらにさらに充実したいという

ことで、もっともっとさらに発展させたいと

いうことをおっしゃっている地域ございます

ので、今あるものを今一生懸命頑張っている

けれども、それをさらにというようなところ

でございます。 

 

〇溝口幸治委員 ＩＣＴ関係はこれからとい

うか、保守もそうですけど買いかえですね、

やっぱりそういうのが非常に問題になってく

るので、こういった国の予算にきちっと対応

することは大事だろうと思いますし、これ10

分の10だったですよね。だから非常にいい取

り組みだなと思いますので、これから多分学
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校現場では、この未来塾に限らずその問題起

こってきますので、こういった国の予算に対

応できるように常に準備をしておいていただ

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。 

 

〇荒木章博委員 これ２ページですけれども

ね、新規事業で熊本市の交流職員の給与負担

金ということで計上されていますけれども、

これ今、熊本市の派遣職員については、どの

くらいの人数で、割合でやっておりますか。 

 

〇田村教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 今回予算計上させていただいておりますの

は、義務教育課に今年度からおひとり来てい

ただいておりますのは、相互交流で相互に派

遣しておりまして、それぞれの職員の負担金

についてはそれぞれの自治体が出すことにな

っておりますので、その分についての補正で

ございます。 

 

〇荒木章博委員 これは１名だけですか、全

体的に。 

 

〇田村教育政策課長 はい。 

 

〇荒木章博委員 できれば、もっと熊本市あ

たりと交流的に受け入れをできるような形を

今後とっていただきたいなということで、そ

れは要望しておきます。 

 引き続いて、あと２点ちょっとお尋ねしま

す。 

 ８ページですけれども、永青文庫推進事業

ということで、今回国庫の補助を確保したと

いうことで、こういった減額になったんです

ね。 

 

〇手島文化課長 委員お話しいただきました

とおり、熊本大学のほうが国庫の補助を申請

していただいて、同じ目的での事業でござい

ましたので、委託先の大学のほうから今回は

減額で構いませんということで、それを受け

ての減額補助でございます。 

 

〇荒木章博委員 とてもこれは、私も前々か

ら、熊大あたりがそういう古文書を持ってい

るから、非常にそういうところは積極的にや

っぱり国に対してはアピールをし、県と一緒

になってこの古文書と県立美術館の永青文庫

との整合性を全国にアピールすべきだという

ことは常日ごろ持論として言い続けたんです

けど、今後こういう国からの大学に対しての

補助というのは見込みがあるんですかね。わ

かる範囲内で。 

 

〇手島文化課長 わかる範囲でとおっしゃっ

ていただきました。 

 来年以降のそういった動き、熊本大学の、

今先生がおっしゃっていただたような事業、

国のほうにも高く評価していただいておりま

すので、継続の補助の受けられる可能性もご

ざいます。ただ、それが受けられない場合で

あったとしても、永青文庫のほうとして、そ

ういったところを支援していくという方向性

で考えているところでございます。 

 

〇荒木章博委員 それは本当すばらしいこと

だと思いますけれども、大学のそういう持ち

物として熊本の宝ですから、今後、将来価値

あるオリンピックあたりに向けても非常に大

切な事業だというふうに思いますので、引き

続きお願いしたいと思います。 

 最後に10ページですけど、スーパーグロー

バルハイスクールということで、先般、済々

黌を委員会で視察に行ったりしていますけれ

ども、今回までは１校だったということで、

今後の見込みはどういうふうに考えておられ
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るのか。あと２校ですか、希望されたやに聞

いておりますけども、そういったところの考

え方をちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

〇越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 スーパーグローバルハイスクールにつきま

しては、平成28年度の全国での指定校数は７

校ということになっております。７校ではあ

りますが、本県からは済々黌を除いてあと３

校、今回申請をいたしております。かなり厳

しい狭き門だとは思っておりますけれども、

しっかり取れるように準備をして対応してい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

〇荒木章博委員 ぜひ。この前、文科大臣が

来たときに、そういうあたりも教育委員会が

要望されるようにしないと、ちょっと短い25

～26分か30分も足らない時間で、あれだけマ

スコミには新聞、テレビにも出ているわけで

すから、そういった要点を、熊本県でやって

いることを30分弱でこのスーパーグローバル

の対応が大臣に伝わったかというとは、いか

がなものかと思うんですけど、やっぱり熊本

県の考え方というのをきちんと、やっぱりこ

れは示すべきだというふうに思いますので、

引き続き教育長にもお願いしたいと思いま

す。もう答弁は要りません。 

 以上です。 

 

〇内野幸喜委員長 ほかにありませんか。 

 

〇前田憲秀委員 同じく10ページの教育指導

費なんですけど、説明欄の１番、通学支援事

業の減額の部分で、バスの運行費の見込み、

減か何か御説明があったと――もうちょっと

詳しく御説明いただいていいですか。 

 

〇手島政策監 高校教育課高校整備推進室で

ございます。着座にて御説明差し上げます。 

 事務局運営費のうち、校舎間バスの移動に

伴います費用の減ということでございます

が、こちらにつきましては、平成26年４月か

ら国土交通省のほうで一般貸し切りバスにつ

きまして新たな運賃制度のほうが導入されて

おります。こちらは届け出制ということで、

一定の幅の中で業者のほうが届け出をすると

いうことで、私どものほうとしましては大体

これの平均値をとって見込みをしたところで

ございますが、結果としまして――あ、済み

ません、失礼しました。 

 通学支援の見込みについてでございます。

こちらは、新たに開校しました天草拓心高校

それと岱志高校、牛深高校に進学する生徒に

かかります通学支援のほうを見込んでおりま

したところでございますが、積算におきまし

ては、過去における中学校や補助対象地区か

らの進学実績を踏まえて積算しておったとこ

ろでございますが、対象者の生徒のほうが尐

なかったということで、この差ができたとい

うところでございます。 

 済みません、失礼いたしました。 

 

〇前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 これは、例えばスクールバスの入札をし

て、単なるその入札残ということじゃないん

ですね、見込みが尐なかったということでよ

ろしいですね。 

 

〇手島政策監 さようでございます。 

 

〇前田憲秀委員 最近バス事業の悲惨な事故

なんかもあってますので、そういったところ

で、例えば安いところ安いところという傾向

があるならば、ぜひそれはやめてもらいたい

という思いでちょっと質問させていただきま

したけど、まあ見込みの人数が尐ないという

ことの減ということでよろしいんですね。再

度確認です。 
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〇手島政策監 さようでございます。 

 

〇前田憲秀委員 はい、わかりました。 

 以上です。 

 

〇内野幸喜委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

〇小杉直委員 今から質問するとは補正予算

ですよな。 

 

〇内野幸喜委員長 はい、そうです。 

 

〇小杉直委員 教育委員会の７ページの、文

化課長、ちょっとお尋ねばってんが、文化財

調査費の説明の中で、北熊本スマートインタ

ーチェンジの話ばしなはったかな。 

 

〇手島文化課長 北熊本スマートインターチ

ェンジの用地取得が困難であったために、今

年度発掘調査を予定していた分が減になりま

したという御説明をさせていただいたところ

です。 

 

〇小杉直委員 わかりました。いや、きのう

特別委員会で北熊本スマートインターチェン

ジが進まぬもんだけん盛んに意見が出よった

わけですが、今の説明でわかりました。 

 もう１点。西川施設課長。最近お会いせぬ

けん聞いとくばってんが、９ページ、真ん中

付近に県立高等学校施設整備費の中で(2)校

舎新・増改築事業の中で、国庫補助内示に伴

う財源更正とあるとですが、これは国庫補助

は何割ぐらい来るとですかな。 

 

〇西川施設課長 はい、これは国の交付金で

ございまして、交付率は３分の１、県費負担

が３分の２となります。 

 

〇小杉直委員 そこで関連してお尋ねばって

んが、工業高校の実習棟の新築とかいろいろ

予定されておるですが、それにも国庫補助金

は該当するわけ。 

 

〇西川施設課長 はい、施設課でございま

す。 

 議員御指摘のとおり、産業教育施設につい

ては、やはり同じようなスキームで国費３分

の１が充当できます。 

 

〇小杉直委員 なら具体的に聞きますが、熊

本工業高校に関連してはいかがですか、国庫

補助金は。 

 

〇西川施設課長 施設課でございます。 

 実習棟につきましては、国の予算の動向あ

たりもありますが、基本的には３分の１の国

費が充当できるものと考えております。 

 

〇小杉直委員 私の勉強不足だったろうな｡

県費ばかりだろうかてちょっと心配しておっ

たばってんが、国費が３分の１前後出るなら

ば安心しました。 

 以上です。 

 

〇内野幸喜委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

〇末松直洋委員 14ページの教育指導費の発

達障がい支援事業で、所要見込み減の432万

2,000円、この内訳というか、どうなってお

りますか。 

 

〇栗原特別支援教育課長 特別支援教育課長

でございます。 

 発達障がい支援事業の見込み減につきまし

ては、こちらのほうは特別支援教育支援員を

県立学校５校に配置をしておりますが、その

任用開始が１つの学校で６月になったこと、
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それから教育支援員の勤務日が減ったことに

よるものでございます。 

 以上です。 

 

〇末松直洋委員 勤務員が減ったことですか

ね。 

 

〇栗原特別支援教育課長 勤務日でございま

す。 

 

〇末松直洋委員 勤務日がですね。はい、わ

かりました。 

 

〇内野幸喜委員長 よろしいですか。 

 

〇末松直洋委員 はい。 

 

〇内野幸喜委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇内野幸喜委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第４号、第７号及び

第19号について一括して採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内野幸喜委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内野幸喜委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、本委員会に付託された平成28年度当

初予算及び条例等の議案等を議題とし、これ

について審査を行います。 

 まず、議案等について警察本部、教育委員

会の順に説明を求めた後、一括して質疑を受

けたいと思います。 

 初めに、警察本部松岡会計課長。 

 

〇松岡会計課長 会計課でございます。着座

のまま説明させていただきます。 

 第20号議案平成28年度熊本県一般会計予算

について御説明いたします。 

 表紙に、「(当初予算／付託議案関係)」と

記載しております資料をごらんください。 

 まず、10ページまでめくっていただきます

でしょうか。 

 末尾の合計欄をごらんください。 

 本年度の欄に記載しておりますとおり、警

察費総額370億8,168万8,000円をお願いして

おります。 

 前年度と比較いたしますと、８億9,370万

8,000円の減額となり、率にしまして2.4％の

減尐となっておりますが、これは退職予定者

が減尐する見込みでありますことから退職手

当が減額となり、これが大きく影響をしてお

ります。 

 このほか、予算の一部が６月補正予算、つ

まり肉づけ予算送りとなりましたことが主な

要因となっております。 

 したがいまして、肉づけ予算におきまし

て、しっかりと警察の諸活動に資する予算を

適正に確保してまいりたいと考えておりま

す。 

 それでは２ページに戻っていただきまし

て、内容の御説明をいたします。 

 まず、上段の公安委員会費、本年度1,369

万9,000円につきましては、公安委員の報酬

と委員や随行する職員の旅費などの運営費で

ございます。 

 次に、下の段の警察本部費、本年度306億

4,491万6,000円につきましては、職員の給与

や業務管理などに必要な経費でございます。 

 説明欄の番号１と番号２は、職員の給料や

諸手当でございます。 

 なお、番号２の退職手当につきましては、
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21億7,699万7,000円であり、退職者の減尐に

よりまして昨年度より約５億円の減額となっ

ております。 

 番号３の警察一般管理費として、12億

5,653万1,000円をお願いしておりますが、そ

の一部を説明させていただきます。 

 (1)につきましては、女性警察官の活躍を

促進するため、ワークライフバランス研修会

や育児休業中の職員を対象とした職場復帰に

係る研修会を開催する経費、また、これらの

研修会開催時の臨時託児室を開設する経費で

あります。 

 (2)につきましては、平成28年度政府予算

が閣議決定され、本県に対しましても警察官

13人の増員が容認されましたことから、これ

に伴う職員採用関係経費等でございます。 

 (3)から(7)につきましては、職員の制服の

整備や非常勤職員の雇用、各種広報活動等に

要する経費でございます。 

 ３ページをお願いします。 

 (8)から(10)につきましては、警察署の運

営に要する経費、(11)から(14)につきまして

は、職員の福利厚生等に要する経費、(15)か

ら(20)につきましては、警察の情報ネットワ

ークに要する経費でございます。 

 ４ページをお願いします。 

 装備費の本年度の４億6,849万1,000円は、

警察装備品の維持管理に要する経費でござい

ます。 

 (1)と(2)につきましては、地震、台風や火

山噴火等の自然災害の発生に備え、被災者の

捜索活動等に有効な装備品の整備等を行うも

のでございます。 

 (3)から(5)につきましては、警察装備品や

車両、船舶、ヘリコプターの燃料費を含む維

持管理などに要する経費でございます。 

 ５ページをお願いします。 

 警察施設費の本年度の11億2,547万6,000円

は、警察施設を整備、維持管理していくため

に必要な経費でございます。 

 番号１の警察施設維持費につきましては、

警察本部や警察署、運転免許センターなどの

警察施設の修繕や保守等の維持管理に要する

経費でございます。 

 次に、番号２の警察施設整備費のうち(１)

と(2)につきましては、警察署再編計画に基

づく、仮称でございますが、熊本合志警察署

と氷川機動センターの新設に関する事業費で

ございます。両施設ともに、平成28年から翌

29年にかけて整備するもので、総事業費約28

億円と約４億9,000万円を見込んでいます。 

 (3)につきましては、熊本市中央区本山町

にあります老朽化が著しい独身寮の建てかえ

に伴います、民間資金を活用する一括借り上

げ方式の検討費用でございます。 

 (4)につきましては、警察施設の建てかえ

や改修等に要する経費で、交番や駐在所の建

てかえなどを行うこととしております。 

 (5)につきましては、アスベストなどの有

害物質の含有量調査を行うもので、(6)と(7)

につきましては、民間から宿舎を借り上げる

ための経費や未利用地の売却に向けた鑑定、

測量経費でございます。 

 ６ページをお願いします。 

 上の段の、運転免許費の本年度11億7,049

万8,000円は、運転免許行政の運営に必要な

経費でございます。 

 番号１の自動車運転免許費のうち(1)につ

きましては、平成29年３月に施行する改正道

路交通法に対応するため、総合運転者管理シ

ステムを改修するための経費や技能試験を実

施するための車両の購入などを行うものでご

ざいます。 

 (2)につきましては、認知症の疑いのある

方の早期発見に資するため、免許センターに

看護師等を配置する事業で、これまでの２人

に来年度は１人増員し、３人体制で運用させ

ていただくこととしております。 

 (3)と(4)につきましては、免許事業の業務

委託、運転免許管理システムの維持管理経費
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など、運転免許センターの運営に必要な経費

であります。 

 (５)から(11)につきましては、道路交通法

に規定されております各種講習の業務委託費

でございます。 

 番号２の自動車運転免許試験費では、運転

免許試験車両の維持経費、取り消し処分者講

習を実施するための運営費などをお願いして

おります。 

 次に、下の段の恩給及び退職年金費の本年

度6,284万6,000円は、昭和37年11月30日以前

に退職した警察職員とその遺族に対し、恩給

法に基づき支給する恩給と扶助料でございま

す。 

 ７ページをお願いします。 

 警察活動費の本年度の35億9,576万2,000円

は、県警察の各部門の運営に必要な経費や交

通安全施設の整備に必要な経費でございま

す。 

 番号１の一般警察運営費ですが、(1)につ

きましては、昨年６月から業務を開始しまし

た性暴力被害者のためのワンストップ支援セ

ンター「ゆあさいどくまもと」の運営に要す

る経費であります。平成28年度は新たに支援

体制や活動内容を充実させるため、支援員の

研修や本事業を県民に周知するための広報活

動など取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。 

 (2)につきましては、犯罪被害者を支援す

るための事業費、(3)につきましては、被留

置者の食糧費など、被留置者に要する諸経

費、(4)から(6)までにつきましては、職員の

教養や警察活動に必要な経費等でございま

す。 

 番号２の総合治安対策費についてでござい

ますが、(1)につきましては、県警察におき

まして来年度から新たに取り組む事業でござ

います。 

 その内容を若干御説明いたしますと、高齢

者が被害者や加害者となる交通死傷事故の多

発でありますとか、高齢者を中心に依然とし

て高額の被害が発生している振り込め詐欺な

どの県民生活を脅かす事故や事件を未然に防

止することを目的としまして、交通警察部門

と生活安全警察部門が一体的に連携して取り

組む事業であります。 

 具体的に申しますと、警察官、非常勤で雇

用する警察官ＯＢ、民間委託業者の職員が、

「まち」と「ひと」を守る訪問声かけ隊を結

成し、それぞれの役割において連携し、高齢

者宅を対象とした戸別訪問活動を初め、地域

社会やボランティア団体と連携した地域住民

への声かけを伴うパトロール活動等を行うも

ので、全国初の取り組み事業でございます。 

 (2)につきましては、特殊詐欺の根絶に向

けた取り組みを強化するための被害防止活動

に要する経費など、(3)につきましては、危

険ドラッグ等の鑑定資機材や薬物吸引に起因

する交通事故の捜査に活用するシステムの運

用経費でございます。 

 ８ページをお願いします。 

 番号３の生活安全警察運営費ですが、(1)

につきましては、ストーカー行為やＤＶの被

害を防止するための経費で、被害者等の安心

感の醸成、加害行為の証拠化等を目的に、業

者に委託し被害者宅等への防犯カメラの設置

を行うものなどでございます。 

 (2)につきましては、サイバー犯罪の被害

防止や検挙に向けた解析資機材の整備とネッ

トワーク化に要する経費や捜査能力向上のた

めの教養経費、(3)と(4)につきましては、警

察相談員やスクールサポーターとして任用す

るなどの経費。 

 (5)につきましては、産業廃棄物の不法投

棄など環境犯罪の根絶に要する経費、(６)に

つきましては、生活安全警察に係る許認可事

務の業務委託などに要する経費等でございま

す。 

 次に、番号４の地域警察運営費ですが、

(1)につきましては、駐在所の運営に協力し
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ていただく駐在所員の配偶者に対する報償費

など、(2)につきましては、110番センターの

運営に要する経費、(3)につきましては、交

番、駐在所機能を充実強化するための交番相

談員の任用経費でございます。 

 ９ページをお願いします。 

 番号５の刑事警察運営費ですが、(1)と(2)

につきましては、2019年、2020年に開催され

るラグビーワールドカップなどの大規模な国

際大会に伴い、外国人観光客の増加が予測さ

れる中において、警察職員が英語や中国語な

どを習得するための研修等に要する経費でご

ざいます。ちなみに、この経費の中には、熊

本県が国際交流を促進しております台湾高雄

市におきまして、高雄市警察との実務交換研

修や、高雄師範大学での北京語研修を行う経

費も含まれております。 

 (3)につきましては、暴力団に対する取り

締まり及び暴力団による被害から県民を守る

ための経費、(4)から(8)までにつきまして

は、犯罪追跡システムなどの維持管理費、検

視関係経費、重要事件捜査訓練経費等、(9)

と(10)につきましては、鑑識活動や科学捜査

研究所において使用する鑑定用資機材の維持

管理費、研究員の研修経費などでございま

す。 

 10ページをお願いします。 

 番号６の交通警察運営費ですが、(1)と(2)

につきましては、道路交通法の改正などに伴

う各種システムの改修経費など、(3)と(4)に

つきましては、交通指導取り締まりや交通事

件・事故捜査、違法駐車対策に要する経費、

(5)につきましては、信号機電気料や交通管

制に必要な回線料のほか、老朽化の著しい信

号機や道路標識などの修繕に要する経費、

(6)から(9)までにつきましては、道路交通法

等に規定された交通警察に係る許認可事務の

業務委託などに要する経費でございます。 

 次に、番号７の交通安全施設費で９億

4,881万円をお願いしております。 

 これにつきましては、安全で円滑な交通環

境を確立するため、道路の新設、改良や通学

路対策などに必要な信号機の新設、更新を迎

えた信号機の制御器や信号柱の更新、視認性

の向上と節電対策のための信号灯機のＬＥＤ

化などの整備を進めることとしております。 

 これまでが、第20号議案のうち警察費歳出

予算に係る説明でございます。 

 続きまして、11ページをお願いします。 

 第20号議案第２表の債務負担行為でござい

ます。これは、いずれも仮称でございます

が、熊本合志警察署と氷川機動センターの整

備に当たりまして、来年度であります平成28

年度から翌29年度にかけて実施する２カ年の

建設工事等に要します経費につきまして、年

度にまたがりますため平成29年度分の債務負

担行為の設定を行うものでございます。 

 以上、御審議のほどをよろしくお願い申し

上げます。 

 

〇林警務課長 警務課でございます。着座で

御説明をさせていただきます。 

 県警察から提案をしております、第64号議

案熊本県警察職員定数条例の一部を改正する

条例について御説明をさせていただきます。 

 資料は、13ページから16ページになりま

す。 

 説明に入ります前に、今回、本県に対しま

して警察官13人の増員が決定されましたの

は、昨年６月それと11月に県議会の皆様にお

かれまして国の施策等に関する提案を通じて

担当省庁へ働きかけていただいた結果である

というふうに考えております。この場をおか

りしまして、改めて御礼を申し上げます。 

 それでは、条例案について説明をいたしま

す。 

 熊本県警察職員の定数につきましては、熊

本県警察職員定数条例において定められてお

ります。この条例において定められている警

察官の定数は、現在3,079人でありますけれ
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ども、今回の警察官13人の増員を受けて、こ

の警察官の定数を3,092人に改めるものであ

ります。 

 なお、会計別の定数につきましては、警察

法施行令に定める基準に従い、資料14ページ

に記載しております表のとおりに改正をする

ことになります。 

 施行日につきましては、平成28年４月１日

としております。 

 以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

〇佐藤生活安全部長 生活安全部でございま

す。着座の上、説明させていただきます。 

 第65号議案熊本県風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律施行条例等の一部

を改正する条例の制定について、お手元の資

料の18ページから32ページに基づきまして御

説明をいたします。 

 今回の条例改正は、昨年の６月24日に風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律が一部改正されましたことから、本県の関

係条例を改正するものであります。 

 改正法では、風俗営業の営業時間が緩和さ

れ、県条例により営業延長許容地域内の営業

時間を定めることとなり、ゲームセンターへ

の年尐者の立ち入らせ規制も県の条例によ

り、保護者同伴による立ち入りができること

となりました。また、特定遊興飲食店営業が

新設され、公安委員会の許可が必要となり、

営業が可能な地域と営業時間を県条例により

定めることとなりました。 

 それでは、熊本県風営適正化法施行条例の

改正について御説明をいたします。主な改正

点は４点であります。 

 １つ目は、風俗営業の営業許容延長許容地

域内における営業時間の規制についてです

が、条例で定める営業時間は午前１時までと

し、現状のままとします。 

 ２つ目は、年尐者のゲームセンターへの入

店時間の制限についてです。現行条例では16

歳未満の年尐者は午後６時以降の入店を禁止

しておりましたけれども、法の改正により年

齢制限及び罰則が削除され規制が緩和された

ために、保護者同伴の場合には午後６時から

午後10時前までは入店可能とします。 

 ３つ目は、特定遊興飲食店営業に関する規

制についてです。特定遊興飲食店営業の営業

所が設置可能な地域は、条例で定めてある現

在の風俗営業の営業延長許容地域と同一とし

ます。理由につきましては、改正法施行令に

おきます特定遊興飲食店営業の設置許容地域

の基準が、風俗営業の営業延長許容地域の基

準とほぼ同じだからでございます。 

 営業時間につきましては、原則24時間営業

ができることから、午前５時から午前６時ま

での間は営業を制限し、午前５時までの営業

とします。これは改正法施行令の基準に沿っ

たもので、特定遊興飲食店営業は24時間営業

が可能でありますけれども、早朝における酔

客と通学通勤者とのトラブル防止など、風俗

環境の保全に配慮する必要があることから、

午前５時から午前６時までの間を制限してお

ります。 

 また、特定遊興飲食店営業者の遵守事項と

して、18歳未満の年尐者が午後６時から午後

10時前の時間に入店する場合には保護者の同

伴を求めることとし、その他の遵守事項は風

俗営業の遵守事項を準用するすることとしま

す。騒音、振動の規制についても、風俗営業

の基準を準用いたします。 

 ４つ目は、風俗環境保全協議会を設置する

地域についてですが、風俗営業店が集中し、

県下最大の繁華街で特に良好な風俗関係の保

全を図る必要がある熊本北警察署管内の営業

延長許容地域とします。 

 次に、その他の条例改正についてですが、

今回法が改正されたことにより、風俗営業の

定義に関する条項が整理されました。これに

伴いまして熊本県迷惑行為等防止条例、熊本
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県景観条例についても条文整理を行います。 

 最後に条例の施行日ですけれども、改正法

の施行日は政令により平成28年６月23日と定

めてありますので、これに合わせて同日とい

たします。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

〇池部刑事部長 刑事部長の池部です。 

 刑事部からは、お手元の資料33ページから

38ページに基づきまして、第66号議案熊本県

暴力団排除条例の一部を改正する条例につい

て御説明いたします。 

 まず、この改正につきましては、ただいま

生活安全部長から説明がありました、いわゆ

る風営適正化法の一部改正、それとともに学

校教育法の一部改正等を踏まえ、関係規定の

整備を行うものです。 

 改正の概要は３点あります。 

 １点目は、条例の23条及び24条に規定する

暴力団排除特別強化地域に関する改正です。 

 条例では、熊本市の中心繁華街であります

下通や新市街等の地域を暴力団排除特別強化

地域として、この地域で風俗営業等を営む特

定接客業者は、暴力団を用心棒に使ったり、

その対価として暴力団に金品等を渡すことな

どが禁止され、また暴力団に対しましても同

様の規制がかかっております。 

 今回、風営適正化法の改正に伴い、風俗営

業の形態に特定遊興飲食店営業が新設されま

したことから、特定接客業者の中にこれを追

加するというものです。 

 ２点目は、条例22条に規定する尐年に対す

る教育等のための措置に関する改正です。条

例では、暴力団に加入したり、暴力団から被

害を受けることのないように教育を行う必要

がある学校として、学校教育法に定める中学

校と高等学校を規定しておりますが、学校教

育法の一部改正に伴い、小中一貫教育を行う

学校を義務教育学校という名称で新たに規定

したことから、この義務教育学校の中学校部

分に当たる後期課程を追加するというもので

す。 

 ３点目は、条例23条では用心棒の役務の定

義を、客との紛争の解決または鎮圧を行う役

務と規定していましたが、今回、暴力団対策

法の規定と同様に、その対象を客だけでなく

従業員その他の関係者にまで拡大するという

ものです。 

 なお、施行につきましては本年６月23日を

予定しておりますが、改正学校教育法及び用

心棒の役務の定義関係につきましては、本年

４月１日を予定いたしております。 

 御審議をよろしくお願いいたします。 

 

〇甲斐首席監察官 監察課です。着座で失礼

します。 

 報告第４号議案について御説明をいたしま

す。 

 資料は、39ページから43ページになりま

す。 

 報告第４号議案専決処分の報告でありま

す。これは、昨年12月の議会以降に、県警察

の公用車事故に係る専決処分をさせていただ

いた７件の損害賠償事案の和解及び損害賠償

額の決定に関し、議会へ御報告させていただ

くものであります。 

 それぞれの事故の概要は、42ページ以降に

記載させていただいております。また、７件

中人身事故が１件、それも含め警察側の過失

が大きい事故は４件で、全て自動車保険で対

応しております。 

 以上で報告を終わります。 

 

〇内野幸喜委員長 それでは、引き続き教育

委員会から説明をお願いいたします。 

 

〇田村教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 
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 上段の教育委員会費でございますが、

1,052万6,000円をお願いしております。 

 これは、右側説明欄に記載しております

が、教育委員５人の報酬及び教育委員会の運

営費でございます。 

 下段の事務局費でございますが、４億603

万7,000円をお願いしております。 

 主なものとして、右側説明欄１の(1)熊本

県教育情報化推進事業は、県立学校のパソコ

ン等リースなど、学校における教育の情報化

の推進に要する経費でございます。未来の学

校創造プロジェクトとして、タブレットパソ

コンやデジタル教科書等のＩＣＴを活用した

指導や学習方法の検討を進めてまいります。 

 (2)の教育振興基本計画推進事業でござい

ますが、第２期となります教育振興基本計画

の推進等に要する経費でございます。 

 (3)の県立学校校務情報化推進事業は、県

立学校で使用します校務用パソコン等のリー

スに要する経費でございます。 

 (4)の学校改革フォローアップ事業は、組

みかえ新規事業となりますが、学校の課題解

決に向けた学校改革を行うモデル校への支援

及び県内の各学校への普及に要する経費でご

ざいます。 

 なお、事務局費につきましては、本年度予

算と比較して約5,300万円余の大幅増となっ

ておりますが、これは(3)の県立学校校務情

報化推進事業で、これまで備品として整備し

ておりましたパソコンが耐用年数を経過した

ためリースに切りかえることに伴い、その費

用が増加したことによるものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 教職員人件費でございますが、２億1,835

万円をお願いしております。 

 主なものとして、右側説明欄１の(1)教職

員住宅建設償還金及び財産処分費につきまし

ては、平成13年度までに建設いたしました教

職員住宅の公立学校共済組合の償還金及び廃

止住宅に係る処分に要する経費、３に記載の

教職員の福利厚生事業に要する経費でござい

ます。 

 続きまして、４ページをお願いいたしま

す。 

 上段の教育センター費でございますが、

8,117万6,000円をお願いしております。 

 主なものとして、右側説明欄１の(1)の管

理運営費につきましては、教育センターの維

持管理及び運営に要する経費、３に記載の教

職員の研修に要する経費等でございます。 

 教育センター費につきましては、本年度予

算と比較しまして約470万円余の増となって

おりますが、これは４の(1)の新規事業であ

ります教育センター施設整備事業におきまし

て、教育センターの宿泊棟を改修し、理科実

験施設として整備するための設計委託に要す

る経費を要求したことなどによるものでござ

います。 

 下段の恩給及び退職年金費でございます

が、１億5,862万7,000円をお願いしておりま

す。 

 昭和37年11月30日以前に退職されました教

職員に対し恩給として、その遺族に対し扶助

料として支給しているものでございます。 

 以上、８億7,471万6,000円を計上しており

ます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇國武学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 各事業の説明に先立ちまして、今回計上し

ております教職員の給与費につきまして、各

課に共通する事項でございますので、一括し

て学校人事課のほうで御説明させていただき

ます。 

 資料の５ページをお願いいたします。 

 上段の事務局費の右側、説明欄をごらん願

います。 

 １､職員給与費につきまして、職員の給与
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につきましては、平成28年１月１日現在の職

員にかかる給与費から、定年等の退職者分を

除き新規採用者や再任用者等の見込み額を加

えたものでございます。 

 以下、学校人事課の教職員給与費及び社会

教育課、文化課、施設課、体育保健課の職員

給与費につきましても同様でございますの

で、当課及び各課からの詳細な説明は省略さ

せていただきます。 

 それでは、学校人事課の各事業について御

説明いたします。 

 上段の事務局費につきましては、事務局職

員の給与費及び退職手当といたしまして15億

5,161万5,000円をお願いしております。 

 次に、下段の教職員人事費につきまして

は、166億4,744万円をお願いしております。 

 主なものといたしまして、右側の説明欄で

すが、１、退職手当や、２、児童手当のほ

か、３、管理事務費におきまして(2)の小中

学校非常勤配置事業は、免許外教科担当の解

消や小学校専科教育の充実等を図るために非

常勤講師を配置するものであり、(4)の県立

学校技師欠員等補充配置費は、技師の欠員や

育休等の補充のための臨時職員の配置に要す

る経費でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 (6)の就学支援金交付等事業は、就学支援

金の支給及び授業料の徴収に要する経費であ

り、(7)の教員の指導力向上は、スーパーテ

ィーチャー(指導教諭)の配置に伴う代替非常

勤講師の配置に要する経費でございます。 

 ここでお手数でございますが、１ページお

戻りいただきまして、５ページの教職員人事

費の比較の欄をごらんいただいてよろしゅう

ございますでしょうか。 

 前年度と比較いたしまして14億2,800万円

余の大幅増となっております。これは、就学

支援金につきまして支給対象者が学年進行に

より平成28年度から１年、２年、３学年とな

りまして10億7,300万円余の増額と見込んだ

ことと、退職見込み者の増に伴いまして、退

職手当を３億3,900万円余の増額としたこと

によるものでございます。 

 それでは申しわけございません、また６ペ

ージにお戻りいただいて、お願いいたしま

す。 

 次に、２段目の教職員費では、小学校分と

して587億513万9,000円、３段目の教職員で

は、中学校分といたしまして339億2,689万円

をお願いしております。小学校、中学校いず

れも教職員の給与費及び旅費を計上いたして

おります。 

 ４段目の教育振興費では、県立中学校３校

の運営費といたしまして、2,991万6,000円を

お願いしております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 １段目の高等学校総務費では、高等学校教

職員の給与費及び学校運営費として254億

3,782万4,000円をお願いしております。 

 次に、２段目の全日制高等学校管理費で

は、13億9,394万円、３段目の定時制高等学

校管理費では、2,374万7,000円、最下段の通

信教育費では、543万8,000円をお願いしてお

りますが、いずれも高等学校の運営費及び教

職員の旅費を計上いたしております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 特別支援学校費では、特別支援学校教職員

の給与費、学校運営費及び就学奨励費といた

しまして、93億4,926万9,000円をお願いして

おります。 

 以上、学校人事課としまして、最下段でご

ざいますが、1,470億7,121万8,000円を計上

いたしております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇河村社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。 

社会教育総務費でございますが、６億7,954
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万4,000円をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。主な事業

について御説明いたします。 

 ２の、地域・家庭教育力活性化推進事業費

のうち(1)の「親の学び」推進事業は、保護

者の相談機会の充実や系統的な学習プログラ

ムの普及啓発等に要する経費でございます。 

 (3)の放課後子ども教室推進事業は、放課

後等の子どもたちに対して学校の余裕教室を

活用し、地域の方々の参画を得て、学習やさ

まざまな交流、体験活動の機会を提供する場

づくりのための経費でございます。 

 (6)の地域と協力した学力向上プロジェク

トは、さまざまな事情により学習のおくれや

学習習慣が十分に身についていないなどの状

況が見受けられる小学生、中学生の学力向上

を図るため、教員ＯＢや大学生等地域の人材

を活用して、放課後や土日、夏休みなどに学

びの機会――先ほど御説明しましたが、地域

未来塾と呼んでおりますが、を提供する経費

でございます。 

 続きまして、10ページをお願いいたしま

す。 

 (8)の、学校を核とした地域の教育力強化

事業は組みかえ新規事業でございまして、学

校と地域の連携、協働による教育活動の体制

づくりを推進するために、統括コーディネー

ターの配置や学校支援地域本部並びに家庭教

育支援の補助及び体験活動ボランティア派遣

等を実施する経費でございます。 

 ４の社会教育諸費のうち(2)の地域人権教

育指導員設置費補助は、地域における人権教

育の推進のため、地域人権教育指導員を設置

する市町村に対して助成を行うものでござい

ます。 

 (3)の県生涯学習推進センター運営事業

は、県民カレッジや生涯学習フェスティバル

の開催等、生涯学習推進センターの運営に要

する経費でございます。 

 (4)の青尐年教育施設管理運営費は、天草

青年の家など県立の青尐年の家４施設の管理

運営について指定管理者への委託に要する経

費でございます。 

 なお、９ページに戻っていただきますと、

社会教育総務費につきましては、９ページに

ありますが、前年度から3,293万8,000円の減

額となっております。これは、主に青尐年教

育施設に係る保全計画策定事業等が終了した

ことによるものでございます。 

 続きまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 図書館費でございますが、３億6,061万

3,000円をお願いしております。 

 主な事業について、御説明いたします。 

 ２の管理運営費のうち(1)の管理運営費

は、県立図書館の施設設備の維持保守や図書

の購入等、県立図書館の管理運営全般に要す

る経費でございます。 

 ３の事業費のうち(2)のくまもと文学・歴

史館の運営及び充実は、１月28日に開館した

くまもと文学・歴史館における資料の修繕や

特別展の開催等、展示の整備充実や事業運営

に要する経費でございます。 

 なお、図書館費につきましては、本年度か

ら３億5,535万4,000円の減額となっておりま

す。これは主に、くまもと近代文学館が機能

拡充のため改修し、くまもと文学・歴史館と

して整備する工事が終了したことによるもの

でございます。 

 以上、総額10億4,015万7,000円を計上して

おります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇手島文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の12ページをお願いいたします。 

 文化費７億3,209万2,000円をお願いしてお

ります。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 主なものを御説明いたします。 
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 ２の文化振興費ですが、(2)高等学校芸術

文化振興事業は、熊本県高等学校総合文化祭

の開催経費負担金と、全国高等学校総合文化

祭への参加旅費の補助に要する経費でござい

ます。 

 (3)の美術館分館管理運営費は、県立美術

館分館の管理運営を指定管理者へ委託する経

費などでございます。 

 (4)の日本遺産による文化財群魅力発信支

援事業は、文化財を活用し地域活性化を図る

国の日本遺産魅力発信推進事業に取り組んで

おります人吉・球磨地域、それに加え日本遺

産認定を目指している菊池川流域の取り組み

の支援などに要する経費でございます。 

 ３の文化財調査費でございますが、(2)の

埋蔵文化財発掘調査は、水俣インターチェン

ジなどの国等の公共事業に伴う埋蔵文化財発

掘調査に要する経費でございます。 

 ４の文化財保存管理費です｡(4)の装飾古墳

館関係経費は、県立装飾古墳館の管理運営等

に要する経費、(5)の鞠智城関係経費は、鞠

智城跡の管理運営や特別史跡指定などに向け

た経費でございます。 

 引き続き、説明資料の13ページの美術館費

でございますが、６億3,611万6,000円をお願

いしております。 

 説明欄２の(1)の管理運営費は、県立美術

館本館の管理運営に要する経費です。 

 ４の(1)展覧会事業費は、県立美術館が行

う企画展、共催展及び巡回展に要する経費で

す。 

 ５の(1)県立美術館本館改修整備事業は、

良好な展示保管環境を確保するため、築40年

を迎える老朽化いたしました施設、設備の改

修を行うもので、平成28年度は空調、電気施

設、設備の工事を行うものです。 

 ６の(１)細川コレクション永青文庫推進事

業は、展覧会の開催、永青文庫所蔵の美術品

や古文書等の調査研究及び修復に要する経費

でございます。 

 以上、文化課として総額13億6,820万8,000

円を計上しております。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇西川施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の14ページをお願いします。 

 １段目の事務局費でございますが、330万

7,000円をお願いしております。 

 右側説明欄をごらんください。 

 これは、公立学校建設の指導監督に要する

事務費でございます。 

 ２段目の教育財産管理費でございますが、

20万4,000円をお願いしております。 

 ３段目の全日制高等学校管理費でございま

すが、１億7,214万円をお願いしておりま

す。 

 説明欄の１の県立学校施設維持費は、県立

高等学校の維持管理に要する経費でございま

す。 

 ４段目の学校建設費でございますが、11億

6,231万9,000円をお願いしております。 

 説明欄の１の(1)校舎新・増改築事業は、

県立高等学校の老朽化施設の改築に要する経

費で、熊本工業高校及び小川工業高校の実習

棟改築工事の基本設計及び実施設計の委託料

でございます。 

 (2)県立高等学校施設整備事業は、県立高

等学校の改修や学習環境の維持向上のための

整備に要する経費でございます。 

 ５段目の特別支援学校費でございますが、

２億5,603万7,000円をお願いしております。 

 説明欄の１の(1)施設維持管理費は、特別

支援学校の維持管理に要する経費、(2)特別

支援学校施設整備事業は、多目的トイレや床

暖房などの施設改修に要する経費でございま

す。 

 以上、総額15億9,400万7,000円を計上して

おります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま
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す。 

 

〇越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の15ページをお願いします。 

 上段の事務局費でございますが、7,370万

4,000円をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の(1)県立高等学校教育整備推進事業

は、新校開校準備など高等学校再編整備の推

進等に要する経費でございます。 

 (2)新設高等学校等教育環境整備事業は、

再編統合に伴う諸経費や閉校式等に要する経

費でございます。 

 (3)の県立高校魅力創造発信事業は、県立

高校の入学者確保に向けた検討組織の設置運

営や広報等に要する経費でございます。 

 下段の教育指導費は、４億6,514万4,000円

をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の(1)通学支援事業は、高等学校再編統

合に伴う通学支援等に要する経費でございま

す。 

 (2)御所浦高校生通学支援事業は、平成27

年度から県が全庁的に取り組んでおります御

所浦地域振興策の一環として実施するもの

で、御所浦から天草市内の高校に通学するた

めに必要な定期船運賃に対する助成経費でご

ざいます。 

 ２の(1)高校生キャリアサポート事業は、

キャリアサポーターや工業高校生の県内就職

支援を行う仕事コーディネーターの配置に要

する経費でございます。 

 (2)スーパーサイエンスハイスクール推進

事業は、化学、理科教育を重点的に行うスー

パーサイエンスハイスクール指定に係る非常

勤講師の任用等に要する経費でございます。 

 (3)熊本県州立モンタナ大学高校生派遣事

業は、グローバル人材の育成に資するための

高校生の州立モンタナ大学での英語研修受講

等に要する経費でございまして、平成28年度

は20名の募集を予定しております。 

 (4)スーパーグローバルハイスクール推進

事業は、グローバル人材の育成を図る国のス

ーパーグローバルハイスクールの指定に係る

先進的教育課程の開発や実践等に要する経費

でございまして、今年度指定を受けている済

々黌高校に加えて新たな学校の指定を目指し

ております。 

 説明資料の16ページをお願いいたします。 

 右側、説明欄(5)スーパー・プロフェッシ

ョナル・ハイスクール事業は、専門的職業人

の育成を図る国の事業を活用した教育課程の

開発や実践等に要する経費でございまして、

新規の指定を目指しております。 

 (6)農業教育輝き事業は、これまで実施し

てきました農業を担う人材育成に係る就農教

育連携支援事業に加えて、新たに普通科高校

生農業体験研修等に要する経費を計上してお

ります。 

 (7)専門高校生による海外インターンシッ

プ事業は、新規事業でございます。専門高校

生の県内企業の海外進出先でのインターンシ

ップ、企業研修等に要する経費でございまし

て、国際的な感覚と広い視野を持って本県に

定着し、地元産業界の発展に寄与する人材の

育成を目指します。 

 ３の(1)初任者研修(県立)は、新規採用教

員が研修を受ける際に、その教員のかわりに

授業を行う非常勤講師の採用等に要する経費

でございます。 

 ４の(1)高校生の非行防止と健全育成は、

学校不適応等の生徒指導上の課題の解決に要

する経費でございます。 

 (2)県立学校いじめ・不登校等対策事業

は、県内全ての分校を含めた県立高校へのス

クールカウンセラーの配置及び県内４拠点校

へのスクールソーシャルワーカーの配置に要

する経費でございます。 

 (3)いじめ防止対策推進事業は、いじめ防
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止対策推進法に基づくいじめ防止のための環

境整備等に要する経費でございます。 

 (4)いじめ未然防止推進事業は、いじめの

未然防止等のためのシンポジウムに要する経

費でございます。 

 下段の中学校費の教育振興費は、187万

5,000円をお願いしております。 

 右側説明欄のとおり、県立中学校入学者選

抜は、県立中学校の入学者選抜に要する経費

でございます。 

 説明資料の17ページをお願いします。 

 ２段目の高等学校総務費は、1,201万円を

お願いしております。 

 右側説明欄のとおり、県立高等学校の入学

者選抜に要する経費でございます。 

 下段の高等学校費の教育振興費は、６億

7,393万1,000円をお願いしております。 

 右側説明欄のとおり、１の理科教育設備費

は、県立高等学校における理科、数学教育の

ための設備整備に要する経費でございます。 

 ２、３、４は、定時制、通信制の生徒に対

する経費でございます。 

 ５の(1)奨学のための給付金事業は、公立

学校授業料無償制度の見直しにより生み出さ

れた財源により、経済的理由で就学困難な公

立高等学校の高校生に対する給付金の支給に

要する経費でございます。この事業は平成26

年度から実施しておりますが、平成28年度は

学年進行により３学年全ての生徒が対象とな

るため、約１億8,000万円の増額となってお

ります。 

 説明資料の18ページをお願いします。 

 ６の(1)高等学校産業教育設備整備費は、

産業教育の実験、実習に必要な設備整備に要

する経費でございます。 

 (2)高等学校産業教育電算機組織整備事業

は、産業教育に必要なパソコン整備に要する

経費でございます。 

 (3)実習船熊本丸代船建造事業は、平成29

年度着工予定の代船建造に係る設計及び代船

建造調整会議への出席等に要する経費でござ

います。 

 ２段目の学校建設費は、２億2,181万3,000

円をお願いしております。 

 右側説明欄のとおり、高等学校再編統合に

伴う新設高校等の施設整備に要する経費でご

ざいます。 

 ３段目の保健体育総務費は、725万5,000円

をお願いしております。 

 右側説明欄のとおり、県立高等学校定時制

課程の生徒への夜食給与に要する経費でござ

います。 

 ４段目の県立高等学校実習資金特別会計繰

出金は、3,963万7,000円をお願いしておりま

す。 

 右側説明欄のとおり、一般会計から県立高

等学校実習資金特別会計の水産高校等学校費

へ繰り出すものでございます。 

 以上、一般会計は14億9,536万9,000円をお

願いしております。 

 続きまして、説明資料の19ページをお願い

いたします。 

 特別会計について御説明いたします。 

 まず、熊本県立高等学校実習資金特別会計

でございます。 

 上段の農業高等学校費は、１億8,569万

6,000円をお願いしております。これは、農

業関係高等学校12校の実習運営に要する経費

等でございます。 

 下段の水産高等学校費は、7,215万円をお

願いしております。これは、水産高等学校に

おける実習船及び実習運営に要する経費でご

ざいます。 

 続きまして、説明資料の20ページをごらん

ください。 

 熊本県育英資金等貸与特別会計でございま

す。 

 育英資金等貸付金でございますが、13億

1,496万8,000円をお願いしております。 

 その主なものは、右側説明欄のとおり１の
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貸付金で高校生等に対する奨学金の貸与に要

する経費でございます。 

 以上、一般会計及び特別会計の総額は、30

億6,818万3,000円でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇浦川義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 説明資料の21ページをお願いいたします。 

 教育指導費でございますが、３億296万

9,000円をお願いしております。 

 主なものにつきまして、右側の説明欄より

御説明いたします。 

 まず、２の学校教育指導費の(1)学力向上

対策事業でございますが、これは、学力向上

のための教職員研修会や、県学力調査の開発

実施等に要する経費でございます。 

 (2)の道徳教育総合支援事業は、平成27年

度に引き続き本県独自の道徳教育用郷土資料

「熊本の心」テレビ番組の製作、放送及び教

師の指導力向上に向けた研修会の実施に要す

る経費でございます。 

 (3)の日本一の環境教育「水俣に学ぶ肥後

っ子」推進事業は、水俣病についての正しい

理解を図り環境教育の充実を推進するため

に、県内全ての公立小学５年生の水俣訪問学

習を実施する市町村に、その費用の一部を助

成するものでございます。 

 (4)の英語教育改革推進事業は、小中学校

英語教員の授業力向上を図る研修及び英語教

育の早期化、高度化に向け、特定の地域を英

語教育強化地域拠点と指定し、小中高連携し

た英語教育の取り組みの支援に要する経費で

ございます。 

 (5)の幼児教育アドバイザー派遣事業は新

規事業でございますが、認定子ども園、幼稚

園、保育所等における幼児教育の質の向上を

図るためのアドバイザー派遣に要する経費で

ございます。 

 (6)小中学校における起業体験推進事業も

新規事業でございますが、起業化精神や起業

家的資質・能力等を有する人材を育成するた

めの起業体験の実践的な研究に要する経費で

ございます。 

 続きまして、22ページをお願いいたしま

す。 

 ３の教員研修費でございますが、(1)から

(3)まで、いずれも教員の指導力や専門性の

向上を図るための研修に要する経費でござい

ます。 

 最後に、４の児童生徒の健全育成費でござ

いますが、(1)の外部専門家による学校支援

充実事業は、いじめ・不登校等の積極的予防

と解消を図るため、スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー等の配置等に要

する経費でございます。 

 (2)学級経営等支援員配置事業でございま

すが、学級経営が困難な学級において児童生

徒への対応や担任等への指導、助言等を行う

支援員の配置に要する経費でございます。 

 (3)教育支援センター整備支援事業は、新

規事業でございます。 

 本事業は、不登校の未然防止及びその解消

を図り、児童生徒の登校を支援するための実

践的な研究に要する経費でございます。 

 以上、総額３億296万9,000円を計上してお

ります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇栗原特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料23ページをお願いいたします。 

 まず、上段の教育指導費でございますが、

8,456万1,000円をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 主な事業について御説明いたします。 

 １の(1)特別支援学校キャリアサポート事

業は、就職希望者の多い特別支援学校３校に
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就職支援等を行うキャリアサポーターを配置

するための経費でございます。 

 (3)特別支援教育充実事業は、特別支援学

校教員の専門性や指導力の向上を図るための

研修実施などに要する経費でございます。 

 (4)ほほえみスクールライフ支援事業は、

特別支援学校７校の児童生徒の医療的ケアの

実施のための委託契約及び人工呼吸器の管理

等のため、看護師を派遣する事業所への補助

に要する経費でございます。 

 (6)発達障がい等支援事業は、小中高等学

校等の全ての教員を対象とする研修実施な

ど、発達障害等に対する理解促進や支援の充

実に要する経費でございます。 

 次に下段の特別支援学校費でございます

が、２億191万円をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の(1)特別支援教育環境整備事業は、熊

本市及び周辺部で急増する知的障害特別支援

学校高等部への入学希望生徒受け入れのため

の対策に要する経費でございます。これは、

熊本聾学校の敷地内に新たな特別支援学校の

設置と、盲学校熊本聾学校の寄宿舎、新設学

校を含めた３校の共同調理場、交流スペース

兼食堂、供用スペースの整備を行うための基

本設計及び地質調査、並びに菊池支援学校高

等部山鹿分教室の改修工事に要する経費でご

ざいます。 

 次に、別冊資料をもとに東部支援学校、仮

称でございますが、こちらの検討状況につい

て説明をさせていただきます。 

 別冊資料のほうの１ページをお願いいたし

ます。 

 東部支援学校の整備の検討状況につきまし

ては、これまで盲学校、熊本聾学校、熊本支

援学校の校長や、ＰＴＡ会長、同窓会長で構

成しました連絡会議を６回開催し、あわせて

盲学校、熊本聾学校を含む特別支援学校７校

の教員等で構成しました検討委員会を５回開

催し、御意見を伺ってまいりました。 

 そして２月１日に盲学校、熊本聾学校の保

護者、同窓会全体を対象としました説明会に

おいて、同一敷地内に東部支援学校を設置す

ることについて御説明したところ、おおむね

御理解をいただきましたので、今回予算措置

をお願いするものでございます。 

 また、今後の整備につきましては、２ペー

ジのイメージ図をお示しし御意見を伺いまし

たところ、安全・安心な学習環境の確保や、

寄宿舎は視覚・聴覚障害の特性に配慮するこ

となどの御意見をいただきました。これらの

御意見につきましては、来年度に予定してお

ります基本設計に反映させてまいります。 

 恐れ入ります、説明資料の23ページにお戻

りください。 

 ３の(1)県立特別支援学校管理運営費は、

特別支援学校高等部の５つの分教室及び熊本

かがやきの森支援学校の運営にかかる経費で

ございます。 

 以上、総額２億8,647万1,000円を計上して

おります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇古澤人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。着座にて説明いたします。 

 説明資料24ページをお願いいたします。 

 まず、上段の教育指導費659万6,000円は、

課運営費及び人権教育に係る教職員の指導力

の向上を図るための各種人権教育研修事業

等、学校教育における人権教育推進に要する

経費でございます。 

 次に、中段の教育振興費2,570万2,000円

は、地域改善対策奨学資金の返還に伴う国庫

補助相当分の国への償還金及び未収金回収の

ための非常勤職員の任用等に要する経費でご

ざいます。 

 次に、下段の社会教育総務費1,334万7,000

円は、人権教育推進のための資料の作成、人

権フェスティバルの運営及び人権教育関係団
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体への事業費補助、社会教育における人権教

育推進に要する経費でございます。 

 以上、総額4,564万5,000円でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇内野幸喜委員長 12時になりましたけど、

付託議案に関する説明まで終えたいと思いま

すが、それで、よろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

〇平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 説明資料の25ページをお願いいたします。 

 保健体育総務費でございますが、５億205

万9,000円をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 主なものとしまして、２、学校保健給食振

興費の(1)スーパー食育スクール事業は、学

校における食育の検証と普及啓発に要する経

費でございます。 

 (2)県立学校における健康診断は、県立学

校児童生徒及び教職員の健康診断に要する経

費、(3)日本スポーツ振興センター事業は、

学校管理下で児童生徒に災害が発生した場合

の災害共済給付に要する経費でございます。 

 次に、説明資料の26ページをお願いいたし

ます。 

 体育振興費としまして２億9,479万6,000円

をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。主なもの

としまして、１、学校体育振興費の(1)児童

生徒のスポーツ環境整備事業は、小学校の運

動部活動の社会体育への移行等を推進する市

町村に対する助成でございます。 

 (5)全国中学校体育大会開催運営費補助

は、平成29年度に本県で開催されます全国中

学校体育大会、陸上競技、サッカー競技を開

催運営する実行委員会に対する助成で、平成

28年度の新規事業でございます。 

 ２、社会体育振興費の(1)2020東京オリン

ピック選手育成事業は、2020年の東京オリン

ピックに出場可能性のある県内選手の育成強

化に対する助成でございます。 

 (2)から(5)までは、国民体育大会と九州地

区国民体育大会に要する経費と競技力向上へ

の取り組みに対する経費でございます。 

 続きまして、説明資料の27ページをお願い

いたします。 

 体育施設費としまして、７億8,711万3,000

円をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １、県営体育施設管理費の(1)から(5)まで

は、藤崎台県営野球場を初め県営体育施設６

施設の、指定管理者への管理委託等に要する

経費でございます。 

 ２、県営体育施設整備費は、主なものとし

まして、(1)熊本県・市町村体育施設等予約

システム運営事業は、体育施設と予約システ

ムの運用に要する経費、(2)武道関連施設調

査検討事業は、武道施設のあり方についての

調査検討に要する経費でございます。 

 以上、総額15億8,396万8,000円でございま

す。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇手島文化課長 説明資料の28ページ上段を

お願いいたします。 

 永青文庫推進事業に係る債務負担行為の設

定でございます。これは、美術館が永青文庫

から寄託を受けております美術品の修復に係

る経費で、修復に２年要することから、平成

29年度までの２カ年分に要する経費1,430万

3,000円の設定をお願いするものでございま

す。今回は、一の谷・屋島合戦図屏風及び細

川忠利像の修復を行う計画としており、修復

完了後は県立美術館の細川コレクション永青

文庫展示室などで有効活用してまいります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 
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〇西川施設課長 施設課でございます。 

 同じく、説明資料の中段をお願いします。 

 債務負担行為の設定でございます。これ

は、熊本工業高校及び小川工業高校の実習棟

改築工事に係る基本設計、実施設計委託料の

平成29年度執行予定分を計上しております。 

 以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

〇栗原特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 同じく、説明資料の28ページの下段をお願

いいたします。これは、先ほど御説明いたし

ました平成31年度の開校を目指します東部支

援学校、仮称でございますが、こちらの設計

業務委託について、東部支援学校と盲学校、

熊本聾学校の寄宿舎等の整備に係る基本・実

施設計業務に伴い、２カ年の履行期間を確保

する必要があるため、１億467万6,000円の債

務負担行為の設定をお願いするものでござい

ます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇河村社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の30ページをお願いいたします。 

 第67号議案一般財団法人熊本県青年会館に

対する財産の減額貸し付けについて御説明い

たします。 

 31ページの概要をごらんください。 

 熊本市中央区水前寺３丁目に所在する一般

財団法人熊本県青年会館に対し、現在、建物

の用地として県有地を貸し付けております。

 その際、当該法人が青尐年団体の育成や活

動支援に係る事業等を行っているという公益

性を有することに鑑み、貸付料の65％を減額

しているところでございます。 

 これまで３年置きに契約を更新していると

ころでございまして、現行の契約が本年３月

31日に満了を迎えるため、契約の更新を行う

ものでございます。 

 なお、減額率の根拠でございますが、県が

熊本市に対して固定資産税相当額となる交付

金を交付する必要があるため、この交付金相

当額を当該財団法人から徴収するものであり

ます。この交付金相当額が正規貸付料から65

％減額した金額となります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の32ページをお願いします。 

 第76号議案は、熊本県育英資金の返還金に

関して行った知事の専決処分に関するもので

ございます。 

 32ページに記載しております１人の債務者

に対する訴えの提起に係る専決処分につきま

して、本議会において報告し承認をお願いす

るものでございます。 

 当課では育英資金返還金の未収金対策の一

つとして、平成22年度から長期滞納者に対す

る法的措置として支払い督促の申し立てを行

っているところでございます。支払い督促

は、県が裁判所に申し立てて、裁判所から債

務者に対し奨学金の一括返還を命じてもらう

ものであり、最終的には債務者の財産に強制

執行することも可能となるものでございま

す。 

 33ページの２の専決処分の理由の前段にあ

りますように、県が行った支払い督促に対し

１人の債務者から異議の申し立てがなされま

した。異議の申し立てがなされた債務者につ

きましては、後段にありますように、民事訴

訟法の規定により支払い督促の申し立てのと

きにさかのぼって訴えの提起があったものと

見なされ、訴訟に移行いたします。県が訴え

の提起を行うには、本来、地方自治法の規定
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により県議会の承認をいただく必要がござい

ますが、このように法の規定によりまして、

債務者からの異議申し立てと同時に訴訟へ移

行する案件につきましては、議会で御審議い

ただく時間がないことから、今回の事案につ

きまして知事の専決処分といたしました。 

 このため、これを本議会に報告し承認をお

願いするものでございます。 

 以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

〇平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 説明資料の34ページをお願いいたします。 

 第77号議案から第82号議案としまして、県

立体育施設の指定管理者の指定について提案

しております。これは、地方自治法の規定に

より県議会の議決を経る必要があるため提案

するものでございます。 

 35ページの、熊本県民総合運動公園指定管

理候補者の選定結果についてをごらんくださ

い。 

 １、選定の経緯につきましては、平成27年

９月に公募し、申請がありました２団体につ

きまして、熊本県公の施設の指定管理者制度

に係る運用指針に従って、最下段の外部委員

５名から成ります指定管理候補者選考委員会

で審査し、各委員の採点した結果を合計しま

して総合得点が最も高い団体を指定管理候補

者として選定したところでございます。 

 ２、審査結果等について記載しております

ように、熊本県スポーツ振興事業団・ミズノ

グループが指定管理候補者として選定されて

おります。 

 選定理由の欄をごらんください。有資格者

の確保と適切な人員配置により、安定的な運

営が可能となる人的能力を有していること、

提出された財務諸表や事業報告書から、安定

的な運営が可能となる経理的基盤を有してい

ること、各種スポーツ教室の開催など自主事

業の取り組み内容が、サービス向上を図るた

めの具体的手法として評価できること、以上

が、選定理由でございます。 

 続きまして、36ページをお願いいたしま

す。 

 熊本県営八代運動公園についてでございま

す。 

 37ページの選定結果についてをごらんくだ

さい。 

 １、選定の経緯につきましては、公募の結

果、申請がありました６団体について審査し

選定を行っております。 

 ２、審査結果等について、熊本利水工業株

式会社が指定管理候補者として選定されてお

ります。 

 選定理由の欄をごらんください。 

 ６社の採点を行った結果、熊本県スポーツ

振興事業団・ミズノグループと熊本利水工業

株式会社の２社の得点が最高でございまし

た。 

 熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグルー

プは、事業計画書に沿った管理を安定して行

うために必要な人員及び財政的基盤を有して

いるかについて、提出された財務諸表や事業

報告書から、安定的な運営が可能となる経理

的基盤を有していると認められまして、当該

評価が最も高かったところでございます。 

 熊本利水工業株式会社は、事業計画書の内

容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させ

るものであるかにつきまして、施設の維持管

理の内容、的確性及び実現の可能性や利用者

の増加を図るための具体的手法及び期待され

る効果がすぐれている、こういったことが認

められ当該評価が最も高かったところでござ

います。 

 両者の総得点は同点でございましたが、審

査要領に基づきまして選考委員による多数決

で行った結果、指定管理候補者としまして熊

本利水工業株式会社が適当であると判断し

た。 
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 以上が、選定理由でございます。 

 次に、38ページをお願いいたします。 

 藤崎台県営野球場についてでございます。 

 39ページの、選定結果についてをごらんく

ださい。 

 １、選定の経緯につきましては、公募の結

果、申請がありました１団体について審査し

選定しております。 

 ２、審査結果等については、熊本県スポー

ツ振興事業団・ミズノグループが指定管理候

補者として選定されております。 

 選定理由の欄をごらんください。 

 提出された財務諸表や事業報告書から、収

支計画の内容、的確性及び実現の可能性や安

定的な経理的基盤を有していること、有資格

者の確保と適切な人員配置によりまして安定

的な運営が可能となる人的能力を有している

こと、閑散期や夜間利用の促進、利用機会の

拡大などへの取り組みとともに、地域関係機

関等との連携により事業を積極的に展開する

など、利用者の増加及びサービスの向上を図

る取り組みが評価できること、こういったこ

とが選定理由でございます。 

 続きまして、40ページをお願いいたしま

す。 

 熊本武道館についてでございます。 

 41ページの選定結果についてごらんくださ

い。 

 １、選定の経緯につきましては、公募の結

果、申請がありました１団体について審査し

選定をしております。 

 ２、審査結果等につきまして、公益財団法

人熊本県武道振興会が指定管理候補者として

選定されております。 

 選定理由の欄をごらんください。 

 施設の設置目的及び県が示した管理の方針

を理解し、住民の施設の平等な利用を確保す

ることができること、武道教室の開催など自

主事業の取り組み内容がサービス向上を図る

ための具体的手法として評価できること、以

上が選定理由でございます。 

 次に、42ページをお願いいたします。 

 県立総合体育館についてでございます。 

 43ページの選定結果についてをごらんくだ

さい。 

 １、選定の経緯につきましては、公募の結

果、申請がありました１団体について審査し

選定をしております。 

 ２、審査結果等につきまして、熊本県スポ

ーツ振興事業団・ミズノグループが指定管理

候補者として選定されております。 

 選定理由の欄でございますが、提出された

財務諸表や事業報告書から、収支計画の内

容、的確性及び実現の可能性や安定的な経理

的基盤を有していること、有資格者の確保と

適切な人員配置により、安定的な運営が可能

となる人的能力を有していること、各種スポ

ーツ教室の開催など自主事業の取り組み内容

がサービス向上を図るための具体的手法とし

て評価できること、以上が選定理由でござい

ます。 

 次に、44ページをお願いいたします。 

 熊本県総合射撃場についてでございます。 

 45ページの選定結果についてをごらんくだ

さい。 

 １、選定の経緯につきましては、公募の結

果、申請がありました１団体について審査し

選定をしております。 

 ２、審査結果等につきまして、熊本県スポ

ーツ振興事業団・ミズノグループが指定管理

候補者として選定をされております。 

 選定理由の欄をごらんください。 

 提出された財務諸表や事業報告書から、収

支計画の内容、的確性及び実現の可能性や安

定的な経理基盤を有していること。有資格者

の確保と適切な人員配置により安定的な運営

が可能となる人的能力を有していること。環

境保全対策として、定期的な鉛弾の回収、処

分作業など施設の維持管理の内容、的確性及

び実現の可能性について評価できること、以
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上が選定理由でございます。 

 なお、指定管理期間につきましては、平成

28年４月１日から平成33年３月31日までの５

年間でございまして、これは全施設共通とな

っております。 

 以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

〇内野幸喜委員長 以上で、付託議案に関す

る全ての説明が終了しました。 

 この際、昼食のため１時15分まで休憩いた

します。 

  午後０時15分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時14分開議 

〇内野幸喜委員長 それでは、休憩前に引き

続き委員会に入りたいと思います。 

 それでは、先ほど28年度当初予算の説明を

受けました。 

 まず最初に警察本部に係る質疑を受け、そ

の後、教育委員会に係る質疑に移りたいと思

います。 

 それでは、警察本部に係る質疑はありませ

んか。 

 

〇小杉直委員 ちょっと数の多かばってんで

すね、質問させてください。 

 増永県議が、一般質問で等級別基準職務表

の条例化についてという質問をしたわけです

たいな。それに関連して２ページの、警察本

部職員給というのがここに出ておるですね。

 増永県議の質問を聞いておりましたら、格

差とか給料の差が事務職と公安職が出ておる

というような話でした。 

 それに対して答弁の総務部長が、検討して

いきますというような中身だったろうと思い

ますけれども、これに関して林参事官か警務

部長かと思いましたけれども、一番大事な重

要な一つですから、よかったら県警本部長か

ら、この増永県議の質問を踏まえたこの２ペ

ージの職員給与についての見解をお話をして

いただけませんですかね。 

 

〇後藤警察本部長 職員の給与につきまして

は、御案内のとおり等級というものがござい

ます。公安職で申しますと１級から９級まで

ございます。職務の複雑、困難の度合い、あ

るいは責任の度合いに応じて等級があるとい

うことでございます。 

 これにつきましては、熊本県の公安職と行

政職、これは役職ごとに比較をいたします

と、主任クラスそれから係長クラス、それか

ら課長補佐クラス、それから課長クラス、そ

れぞれの役職の段階、いずれの段階におきま

しても、実は公安職は行政職よりも１つの等

級、１ランク下から格づけられているという

のが現状でございます。 

 実はこのように、今申しました４つの段階

でこのような、公安職と行政職で格差がある

のは、残念ながら九州では熊本だけでござい

まして、全国的にもごくわずかでございま

す。 

 そこで、県警察におきましても、毎年、知

事に対しまして、この格差の是正について要

望を出しておりますけれども、残念ながらこ

れまで容認をされていない、そういう状況に

ございます。 

 実は、こういった各役職ごとの給与の等級

につきましては、これまで人事委員会規則で

定められていたところでございますけれど

も、このたびこれを条例で定めるということ

を内容とする給与条例の改正条例案が、今定

例会で提案されているところで、今恐らく総

務常任委員会で審議をされているというふう

に思います。 

 これについては、実は地方公務員法の改正

がございまして、それを受けたものでござい

ますけれども、その趣旨としましては、こう

いった職員給与につきましては、議会の審議

等を通じまして、より民主的な観点からチェ
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ックを強化する必要があるだろう、そういう

趣旨で条例で定めるということになったため

でございます。 

 御案内のとおり、申すまでもありません

が、職員の給与というのは、職員処遇の最も

基本的なところでございますので、また今

後、議会の皆様の御理解、御支援もいただき

ながら、引き続き県当局に対しまして要求し

てまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

 以上です。 

 

〇小杉直委員 実は、２月17日に増永先生が

質問したという中で、やっぱり事務職と公安

職、公安職は警察がほとんどですが、その格

差があるというような発言があったもんです

けんね、私なりで急遽きのう調べてみたっで

すたい。ここに平成27年改定後、給料表別表

別平均月額という一覽表があるとですね。公

安職、行政職、研究職、医療職それから教育

職、一覽表がある。 

 で、１ランク下からスタートというお話プ

ラス、これでいくと７級の段階で事務職と公

安職が逆転しておるわけですよ。大体６級等

まではお互いに並んできたようなことがあっ

たり、公安職がちょっと上だったりしており

ますが、７級の段階で給料の金額が行政職と

公安職は逆転して、公安職が下がっておるわ

けですな。その後、８級でも下がったまま、

９級でも下がったままと、これは必要なら後

で一覽表をあげますけれども。 

 そうすると警視正以上は、本部長、部長、

北署長とか南署長あたりは国家公務員になる

わけですが、国家公務員になっても実際は手

当等がつきませんので、地方公務員よりも安

いということが言われるわけですな。だけ

ん、これに関して今本部長がおっしゃるよう

に、やっぱり遠慮なし知事部局には交渉して

いく必要があると思うんですね。 

 昔でしたら、警察官はもう経済のこととか

給料のことは言うな、ともかく仕事一本でい

けというのが、いい意味伝統として流れてき

たわけですが、近年はもう若い警察官がふえ

て、いろいろなやっぱり要望とか勤務環境の

改善とかする中で、この給料というとが一番

やっぱり大事な一つですたいな。 

 だから、今の推移の状況で遠慮されておっ

ては、やっぱりこのまま流れていくというこ

とと、それから九州では熊本が一番格差が多

いということならば、九州で一番県民の負担

人口が多い警察でありながら、給料の格差が

一番大きいというのは、大きな矛盾になると

思うですよね。恐らく全国的にも、熊本県警

は事務職との給料の格差は低いほうだろうと

思うですよ。 

 だから、議会の理解を求めながら、やっぱ

り今後ともしっかり交渉を続けていくという

ことが大事だろうと思うですね。格差をなく

す、給料の金額の差をなくす、やっぱり同じ

県職員ですから、事務職も公安職も教育職も

同じような平等、均等な形で勤務していくと

いうことが大事だろうと思いますし、今度条

例化するのを人事課に聞いてみたら、今まで

規則でずっと決めてきておったそうですた

い。国の指示で初めて条例化するわけですけ

ん、この条例化については我々も賛同せぬと

いかぬと思っておりますが、急に今度の議会

で、事務職と公安職等々の均衡を図るという

のは無理でしょうけれども、将来にわたって

引き続きしっかり交渉されていくようにしっ

かりお願いをしておきますので、そういうこ

とでよろしゅうございますか、本部長の答弁

を。 

 

〇後藤警察本部長 ただいま御質問いただき

まして、ありがとうございました。 

 １点またちょっと補足させていただきます

と、実は行政職と公安職につきまして級が１

つずれておりまして、行政職の例えば８級と

いうのは、公安職でいうと９級でございま
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す。１つその格差、これは格差ではなくて単

に級の整理の問題でございますけれども、た

だ、いずれにしましても、それぞれの各役職

ごとに、行政職と比較して公安職の場合は、

その１つずれていることを勘案しましても、

さらに１つ下から格づけられるということで

ございますので、これは先ほど申しましたと

おり、全国的にもかなり格差のほうは多いと

いうふうに認識しておりますので、今回の条

例化をまた契機に、より一層強力に知事部局

に対して働きかけをしてまいりたいと考えて

おります。 

 

〇小杉直委員 本庁から来ておられて長くな

いし、しかも身分は国家公務員でしょう。そ

ういう立場の人が地元のそういうふうな公安

職について造詣が深くて、そのお考えを持っ

ておられるということは非常に立派なことだ

と思いますので、ひとつ組織挙げて頑張って

いただきますように、先々のためにもお願い

しておきますね。 

 それから次、刑事部長にちょっとお尋ねし

ますが、９ページ、台湾と熊本と飛行機が就

航しましたね。それを契機に台湾との交流が

今後高まっていくことは、もう必然的なこと

ですが、ここに台湾高雄市警察との実務等交

換研修費、語学基礎教養講師謝金とこうして

ありますが、この中身を簡単にちょっと説明

していただけますかな。 

 

〇池部刑事部長 国際化の進展に伴いまし

て、国際犯罪に対する捜査力の強化といいま

すか、国際捜査官の育成あるいは部内通訳要

因のそういった通訳技能のブラッシュアッ

プ、こういったものを目的といたしまして、

これまでは、これからも引き続きますけれど

も、海外における語学研修といたしまして

は、台湾の中国文化大学に１年間、向こうに

住みながら語学研修を受けるというのが年間

１人、それからアメリカのモンタナ州立大学

で語学研修をしながら捜査実務の研修を行う

という、短期２週間の研修が２人これまで実

施をしておりましたけれども、さらに、友好

関係にある台湾の高雄市に１カ月間、２名

の、中国語の通訳として犯罪捜査に従事して

いる警察官２名を今回から派遣をして、中国

の師範大学で語学の研修を受けながら週に２

日、トータルで４週間ですので８日間になる

わけですけれども、台湾市警察において捜査

実務研修を受けると。それをお互い交流研修

として実施していこうということで、今回か

ら新規の事業として予算をお願いいたしてい

るものでございます。 

 

〇小杉直委員 行政のほうがそういう台湾と

の就航して行き来を活発に今後するという中

で、並行して県警のほうがそういう取り組み

されておるということは大変重要なことと思

いますので、引き続き頑張っていただきます

ようお願いします。 

 あわせて、これはちょっと難しい問題と思

いますが、今よその県では工藤会なんかを含

めてですが、暴力団が、やくざが足を洗った

ときに仕事の世話をする社会復帰の問題です

たいね。こういうことを、よその県の幾つか

は取り組んでおるというふうに承知しており

ますが、この暴力団の社会復帰について熊本

県警はどういうふうな取り組みを考えておら

れるですかな。 

 

〇池部刑事部長 最近、新聞で福岡が元立ち

になって14、正確には15都府県になったんで

すけれども、広域で連携をして暴力団離脱者

の就労の支援をやっていこうという協定の締

結が報道されております。 

 暴力団対策では、取り締まり、それから暴

排活動、そしてこの離脱者の就労支援とい

う、この３つの大きな柱が暴力団対策の重要

な点になるわけなんですけれども、これまで

も熊本県におきましては、熊本県暴力団社会
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復帰対策連絡会という組織がございまして、

ここにおいて関係行政機関それから協賛企業

そして県警ということで連携をしながら、離

脱者に対する就労の支援を行ってきておりま

す。 

 ちょっと内容を詳しく御説明しますと、こ

れにつきましては暴追センター、熊本県暴力

追放運動推進センターが行っているんですけ

れども、給付金、見舞金という規定もござい

まして、尐額ではあるんですけれども、暴力

団離脱者の就労を受け入れた企業に対して

は、１人月３万円の６カ月を上限ということ

で18万円、何らかの損害が生じた場合は最大

で20万円の見舞金を支給しますというふうな

形で、これまで県では運用しております。 

 昨年の実績は、暴力団からの離脱を支援し

た者が７名離脱をしております。うち１名が

就労をいたしております。 

 今回、福岡県が元立ちになっております広

域連携の協定には、熊本はちょっと協賛企業

等との意思疎通とか、そういった見舞金とか

給付金の規定の関係で、調印の締結まで至っ

ておりませんでしたけれども、先週この件の

暴力団社会復帰対策連絡会を開催をいたしま

して、暴追センターのほうからこの広域連携

に関する説明がございました。その場で、各

受け入れの協賛企業それから関係行政機関の

皆さん方からも、この広域連携についての調

定について御賛同をいただきましたので、調

定を締結するという方向で現在手続が進めら

れているものと承知をいたしております。 

 なお、この広域連携は現在15都府県、九州

では福岡、佐賀、長崎が今調印しているんで

すけれども、４月１日からの施行ということ

でございますので、この施行に間に合うよう

に締結できればいいんではないかというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

 

〇小杉直委員 おたくたちが、やくざに足を

洗えとか、かたぎになれとおっしゃっても、

やっぱりなかなか後の仕事が見つからない、

それを世話するというのはなかなか難しい面

があるでしょうけれども、世の中がそういう

時代になっておりますので、今おっしゃった

ように広域連携ということの取り組みとか暴

追センターとの連携とかしながら引き続き、

難しい仕事でしょうけれども、１人でもやく

ざがなくなるように頑張っていただくようお

願いします。 

 次に、10ページ。７番に、交通安全施設と

なっておりますね。 

 交通部長にお尋ねですが、これは信号機の

新設となっておりますが、議会を含めいろん

な方面から新しい信号機を、信号機をという

要望は常にあるわけですが、なかなか既存の

信号機の維持管理も相当予算が要る中で信号

機の新設というのは、なかなか予算的に厳し

い面がありますが、今回のこの信号機の新設

については、前年とかこれまでの経過の中で

いかがなもんですか。 

 

〇髙山交通部長 今回の予算の関係につきま

しては骨格予算でございまして、また６月に

補正予算をお願いすることとしております。 

 信号機の新設の推移でございますが、平成

24年度が10基、25年度が13基、26年度が15

基、27年度が17基ということで、年々尐しず

つではありますが、委員の先生方の御支援等

を得ましてふえておる状況でございます。 

 来年度につきましても、本年度よりもふや

す予定にはしております。 

 

〇小杉直委員 御努力で尐しずつふやされる

ということは結構なことですが、その分の予

算が警察全体の予算から間引きされるという

心配はありませんかね。 

 

〇髙山交通部長 来年度の予算につきまして

は、本年度の予算よりも若干上乗せをされて
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おる状況でございます。 

 

〇小杉直委員 そんなら知事部局その他の関

係方面も、ある程度理解は示してきたという

ことになりますね。はい。 

 次は警備部長、お尋ねですが、この新聞

に、きょうづけですなこれは、熊日新聞に

「テロに備える」、熊日の社会部の後藤記者

が書いておるわけですが、中身は割愛します

けれども、時間の都合で、もうサミットも近

々あるし、もう各国ではテロがもうちょくち

ょく発生しておるわけですが、前回も聞きま

したけれども、最近うまかなよかなスタジア

ムで爆弾テロを想定した訓練も実施されまし

たでしょう。こういうテロに備えるその取り

組み方というのは、今後ともどういうふうに

考えておられますかな。 

 

〇中島警備部長 先生おっしゃいましたとお

り、２月９日に伊勢志摩サミット間もなく迫

ってきております。また３年後に開催されま

すラグビーのワールドカップ等を見据えまし

て、その試合会場にも予定されております、

うまかなよかなスタジアムを会場としまし

て、警察、県それから消防等、関係機関と、

それから施設の管理者も含めまして、５機

関、300人の態勢でテロ対処訓練を実施した

ところでございます。 

 昨年11月のフランスの同時多発テロで俄然

注目を浴びました、いわゆるソフトターゲッ

トと言われる施設の一つである、こういった

大規模集客施設を実際に使って訓練をさせて

いただきましたけれども、警察庁にも確認し

ましたところ、現時点でこれだけの規模で実

際訓練をやったところは、まだ今のところ全

国的にもないということで、一定の評価をい

ただいたところでございますが、今回関係機

関と施設管理者を含めまして合同で訓練をし

たことによりまして、やはり迅速なこういっ

た場合の避難誘導であったり、あるいは相互

の連携の重要性というのを改めて確認するこ

とができたと考えております。 

 今後もこのような訓練あるいはいろんな事

態を想定した事案の対処能力の向上に努める

とともに、引き続き関係機関との連携、協力

を強化していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

〇小杉直委員 やっぱり有事に備えての訓練

というのが非常に重要だというようなことに

なると思いますので、２～３日前はどこでし

たかな、教会に立てこもった刃物を持った男

性をやっぱり特殊部隊の警察官が突入して、

無事に人質を解放して逮捕した事案があった

わけですが、熊本もいつ、どういうふうな大

小さまざまのテロ的なことがあるかもわから

ない世の中になっておりますので、引き続き

訓練の強化をよろしくお願いしておきます。 

 それでは、もう最後の質問ではございませ

んけれども、佐藤部長、池部部長、髙山部長

そして冨田生活環境課長、長い間、県内の治

安維持、交通事故防止等々に対する御苦労に

敬意を表して感謝を申し上げて、あとで委員

長もおっしゃるかもしれませんけれども、出

身議員として御慰労申し上げて質問を終わり

ます。 

 以上です。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。 

 

〇髙島和男委員 ５ページをお願いいたしま

す。 

 警察施設整備費ということで、(6)番です

けれども、宿舎の借り上げ事業ということ

で、独身・単身者ということになっておりま

すけれども、御船、宇城市等ということです

が、全体の戸数、部屋数というのを教えてい

ただけますか。 

 

〇松岡会計課長 宿舎の借り上げにつきまし
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ては、御船町に借りています官舎が12部屋で

あります。それと宇城市が12､それと花立が 

50、この３つであります。 

 

〇髙島和男委員 これは、もう全て独身・単

身者ということで間違いないんですか。 

 

〇松岡会計課長 いえ、宇城は家族が入って

います。 

 

〇髙島和男委員 なぜお聞きしたかといいま

すと、実は私どもの地元にも、これは家族だ

ろうと思うんですけれども、随分古いやつが

あるんですね。私も回っておりまして、ほと

んど１階は空室といいますか、空き室になっ

ている官舎が非常にありまして、考え方とし

ては、今お聞きすると妻帯者の部分もあるわ

けですから、ああいうあいている官舎という

のは今後どうされる予定なんですかね、施設

整備、考え方として。 

 

〇松岡会計課長 古い官舎は、建てかえもし

くはいわゆる今の借り上げ方式、両方勘案し

ながら計画的に進めているところでありま

す。 

 また古い官舎は使えない部分がかなりござ

いまして、そういうふうなところは空き室に

なっているところもございます。 

 ただ、今官舎の充足率というのは90％以上

でありまして、ほとんどが入っているという

のが今の現状であります。 

 多分、委員が見られたところが、多分使え

ないから今あいているという状態だろうと、

今、官舎の需要はかなりあるというのが現状

です。 

 

〇髙島和男委員 わかりました。 

 もう１点、じゃ別の件なんですけども、９

ページです。 

 先ほど小杉委員の御質問の中で刑事部長が

お答えいただいた、２番の海外の語学研修と

いうことで、内容はそのときの回答でわかっ

たんですけれども、会が始まる前に語学のこ

とでちょっとやり取り、雑談があっておりま

したんで、私も非常にこれ興味と関心がござ

いますので改めてちょっとお尋ねしたいと思

うんですけれども、確かに捜査の実務という

ことでの研修ということだったと思うんです

けれども、実際、空港が拡張したりそして国

際線が多くなってまいりますと、もちろんそ

のインバウンドを我々も目指しているという

中で、外国人が本当に流入数というのが多く

なってくる。そういう中で、どうしても空港

であったり熊本駅であったり、あるいは下

通、中心市街地あたりの交番もしくは派出所

では、いろいろやっぱり聞かれる機会といい

ますか場面というのもふえてくるんじゃない

かな。そういったところでの人たちあるいは

警察官に対する語学の研修というのは、現状

どうなっておりますでしょうか。 

 

〇黒川警務部長 警察職員に対する語学の研

修につきましては、この予算にも上げており

ますとおり、専門的な通訳等の者については

専門的な研修を受けさせるということになっ

ておりますけれども、3,500人の職員全てに

予算を取っての研修ということまではなかな

か困難な状況でございます。 

 そういう中で、基本的には自分のその能力

を磨いていくという中で、自発的な勉強とい

うものもございます。あるいは、今交番のお

話をされましたけれども、語学そのものでは

ございませんけれども、先日、本会議で荒木

議員から質問をいただいたところではござい

ますけれども、例えばコミュニケーションボ

ードといいまして、外国人の方が交番を訪ね

てきた際に、例えば物を落したとか被害に遭

ったとか、そういうものを指を差して、ちょ

っと簡単な英語とか中国語とか書いてあっ

て、何があったのかというのが、単なる身振
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り手振りではなくて、そういう機材といいま

すか、ボードを使ってこうやり取りを支援す

る、あるいは直接その交番にいる人間全てが

語学に富んでいるというわけにまいりません

ので、それが十分でない場合は本部の通訳セ

ンター等と連携して３者通話のような形をし

たりして、仮にその現場対応に当たる人間が

十分な語学力がない場合であっても、組織的

な対応をするといったようなことで、訪日外

国人の増加に対しては対応している、そんな

状況でございます。 

 

〇髙島和男委員 確かに自発的にというのは

なかなかやっぱり難しい、そしてまた時間的

な余裕というのも厳しいものがあると思いま

すので。 

 ただ、先ほど申し上げたような場所という

のは公の空間であって、また外国人の皆様方

も困って来るわけですから、それにきちんと

した対応ができるかできないかというのは、

やっぱり本県の何といいますか、その後々の

評価にもつながっていくと思いますので、今

おっしゃったようなボードであったりとか、

通訳センターを介してだとかいうのを、きっ

ちりとやっぱり徹底をしていただきたいし、

先ほどおっしゃっていたように、ただ単に街

中、中心市街地だけじゃなくて、県下の主要

な地域にはそこいらもまた徹底をしていただ

くように、ぜひ要望しておきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

〇前田憲秀委員 私も、今髙島先生が言われ

たところをお尋ねしようと思うんですけど、

最初に刑事部長から御説明があったその研修

というのは、希望者を募って選択をするんで

すか、それとももう指名制なんですか、ここ

をちょっとお尋ねしたい。 

 

〇池部刑事部長 海外の語学研修につきまし

ては、原則としましては部内通訳要員とし

て、まあ台湾の場合は当然中国語、いわゆる

北京語の技能を有する者を募りまして、その

中から選抜をして１名、台湾文化大学の場合

は１名、それから今回の高雄の師範大学の場

合は２名というふうな形で選考をしていると

ころでございます。 

 

〇前田憲秀委員 じゃあ、何人か希望者がい

らっしゃるということなんですね。 

 

〇池部刑事部長 希望者は複数おります。 

 

〇前田憲秀委員 先ほど髙島先生が言われた

のも、私も全く同感なんですけど、道案内的

な易しく触れる部分は、先ほどのボードあた

りでもいいかと思うんですけど、例えば犯罪

に近いといいますか、語学がわからないそう

いう危険性を有する人に対応するという準備

も必要なのかなと思うんですね、将来的にで

すね。ですから、そういった部分もやっぱり

必要な部分あるかと思うんで、ほかの予算と

のバランスも必要かと思うんですけど、先ほ

ど2019年のワールドカップまた世界女子ハン

ド、オリンピックということも言われました

ので、これから本当、外国人が今まで以上に

やはり熊本にも来る、また今までに想像し得

ないやっぱり犯罪というかそういうのも起こ

り得る、そういった部分ではぜひ積極的にこ

ういった研修、希望者がいれば積極的にそう

いう希望者の希望にかなうような環境づくり

というのは、ぜひ念頭に置いていただきたい

なと思いますけど、いかがでしょうか。 

 

〇黒川警務部長 研修等につきましては、今

回は県の予算ということで県予算の分を上げ

ておりますけれども、これ以外にも国のほう

になりますけれども、警察大学校に国際警察

センターというところがございまして、ここ

で日本全国の警察官を集めまして、専門的な
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語学の研修も行っております。これも、どち

らかというと専門的な、あるいは１年、２年

長期にわたって研修をさせて語学を身につけ

させるというものでありますが、この予算案

以外にもそういった取り組みも国のほうで行

われており、熊本県からも今も何人も東京の

ほうで研修を受けているという実態もござい

ます。 

 また、予算が必ずしもつかないものでも、

部内のその教養資料といいますか、配付資料

なんかにもワンポイントレッスンですとか、

そういったものも掲載して、語学を全ての職

員が積極的に自発的に学べるような環境づく

りといいますか、そういったことにも、まだ

まだ不十分な面もあるかもしれませんが、組

織的にも対応に努めておるといった状況でご

ざいます。 

 今後とも可能な限り、そういった取り組み

を組織で進めていきたいというふうに考えて

おります。 

 

〇松岡会計課長 会計課長です。 

 今の部長のに補足しまして、来年度の予算

要求で語学基礎教養というので76万ほどお願

いをしております。これは、現場警察官向け

の語学の基礎研修で、国内でやるやつであり

ます。通年で、前後各４カ月間を週１回予定

で、外国人観光客の対応をする現場の警察官

15名程度ですけども、そういう教養、英語と

韓国語ですけども、そういう教養も今回お願

いしているところでございます。 

 

〇前田憲秀委員 わかりました。ありがとう

ございます。 

 もう１点だけ、いいでしょうか。 

 

〇内野幸喜委員長 はい。 

 

〇前田憲秀委員 先ほど小杉委員も尐し指摘

をされたんですけど、７ページの本部長も最

初の御説明で言われました「まち」と「ひ

と」を守る訪問声かけ安心実現事業なんです

けども、この訪問声かけ指導員というのは、

大体どれぐらいの方が予定をしているんでし

ょうか、まずここら辺をちょっと。 

 

〇佐藤生活安全部長 今回の事業で、「ま

ち」と「ひと」を守る訪問声かけ隊というの

を組織する予定にしております。これにつき

ましては、警察ＯＢの非常勤職員を６名、そ

れから民間事業者、委託ですけども、18名を

予定をしております。 

 

〇前田憲秀委員 ありがとうございます。 

 これは、例えばエリアといいますか、カバ

ーできるのはどんなイメージをしておけばよ

ろしいんですか。 

 

〇佐藤生活安全部長 基本的には、県下全域

をカバーするというふうに考えております。 

 

〇前田憲秀委員 わかりました。 

 じゃあ、最初はやはりこちらで計画を立て

て、ずうっと県内くまなく訪問活動をという

感じでよろしいんですかね。 

 

〇佐藤生活安全部長 やはり目的が高齢者の

方の犯罪被害防止あるいは交通死傷事故防止

ということですので、その治安の状況等を見

まして、やはり被害の多い地域あるいは交通

事故の多い地域等を分析いたしまして、そう

いったところを重点的に進めていくというよ

うな考え方でございます。 

 

〇前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 しっかりやっぱり進めていく中で、またい

ろんな意見とか要望なんかも出てくると思い

ますので、そういったほうもしっかり工面し

ていただいてやっていただきたいと思いま

す。 
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 それと、1,280万という予算ですけど、な

かなかこれもほかのとのバランスあるんでし

ょうけど、もっともっとこういうのは確保し

ていただいてもいいのかなと思いますけど、

そこもしっかり実績も踏まえてかち取ってい

ただきたいなと思っています。 

 以上です。 

 

〇小杉直委員 関連質問でよかですか。 

 

〇内野幸喜委員長 はい。 

 

〇小杉直委員 さっき、えらいかっこよか締

め方をしたばってんが、委員長からアドバイ

スを受けて、追加質問がありました。 

 今、前田委員と関連質問ですが、前回はも

うこれだけ忙しい中にここまでの、まあ表現

は別としてサービスせなんだろうか、行政の

仕事じゃなかろうかなと気にしたわけです

が、これをやるということにもうなるわけで

すけれども、全国初というようなことをおっ

しゃっておったですが、そういう全国初でや

るというその何といいますかね、理由といい

ますか意気込みというとは、佐藤部長はどう

いうふうにお考えですか。 

 

〇佐藤生活安全部長 高齢者の方の安全確保

というのが大きなねらいで取り組みをやって

いくわけですけれども、従来、高齢者の方の

犯罪抑止対策でありますと生活安全部、高齢

者の方の交通死傷事故防止となりますと交通

部ということで、従来もそれぞれ予算等を取

りまして事業としてやってきたわけでござい

ますけれども、やはり高齢者の方に対しまし

て訪問活動等、交通部も行く生安部も行くと

いうような二元的な取り組み、言うなれば縦

割り行政というような弊害もございますの

で、今回これを一体として、訪問するのは高

齢者の方ですけれども、行った先で特殊詐欺

の被害防止をしますし、交通事故防止の話も

するということで効率的に進めていく。 

 そういう面で、全国ではそれぞれの部門で

の事業というのはあっています。しかし、こ

ういう形で一体となって生安部それから交通

部が一体としてやるのは全国で初めてという

ことですので、ぜひ連携という形でそれぞれ

のセクト主義を廃して、県警の総合力を発揮

して高齢者の安全を確保していきたいという

ような考えでおります。 

 

〇小杉直委員 おっしゃるごて、組織の総合

力の発揮ですたいな。よう頑張りなはっです

ね。はい、わかりました。ありがとうござい

ました。 

 

〇荒木章博委員 ちょっと、さっきのところ

にも関連して話をしようと思うんですけれど

もね。外国人に対応する熊本の取り組み、こ

れは警視庁、警察庁挙げて全国津々浦々に今

から大きな動きがあるやに聞いております。 

 そういった中で熊本県は、今のところボー

ドをいろいろ使って、私もちょっとボードが

どんなものかなといって見せてもらったんで

すけれども、非常によくできていて、ああ、

これは割とわかりやすいなというような感じ

をしたところです。 

 そういった中で、この交番、駐在所という

のがかなり、いろんなところの窓口になって

くるということで、そういうのもフル活用し

ていくということなんですけれども、今回、

交番、駐在所のこの８ページにも予算が計上

してありますけれども、一番下ですけど、

(3)番。これは、駐在所の機能強化は交番相

談員報酬等て書いてありますので、やっぱり

警察官だけで対応されるのか、ＯＢだけで対

応されるのか、また違った形で対応されるの

か、そこをちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

 

〇佐藤生活安全部長 現在、交番には交番相
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談員76人を配置をしております。54の交番に

配置をしているところであります。 

 こちらの交番相談員によりまして、例えば

警察官が交番から街頭にパトロール等で出た

といった場合、いわゆる空き交番になります

ので、それを補完するために外部から相談で

すとか、あるいは届け出等をされた場合に支

援をしていくというようなことで配置をして

いるところであります。 

 駐在所につきましては奧さんが、配偶者の

方が一緒に生活をされて、警察官の補完等も

行っていくというようなことをやっておりま

すので、交番につきましては相談員がその分

を行っていくというような態勢でやっており

ます。 

 

〇荒木章博委員 私がちょっと仄聞したとこ

ろによると、自衛隊の方を今後そういう関連

のところに採用されるというお考えはないん

ですね。もう警察官ＯＢだけということで認

識していいんですか。 

 

〇佐藤生活安全部長 今の段階では、警察官

ＯＢということでは承知しております。 

 

〇荒木章博委員 じゃ、もう将来自衛官を含

めたそういうのは今のところ考えてないとい

う認識でいいわけですね。 

 

〇佐藤生活安全部長 現段階では、そのよう

に考えております。 

 

〇荒木章博委員 はい、わかりました。 

 では、引き続き。 

 

〇内野幸喜委員長 はい。 

 

〇荒木章博委員 それと、今台湾のほうに１

カ月間の研修にやられるということと、モン

タナのほうにも研修をやられるということ

で、私も本会議で話をして、いろいろ県警の

取り組みあたりも聞かせていただいたんです

けども、3,500人職員いらっしゃいますけれ

ども、今実際語学をある程度、尐しはでき

る、いろいろ段階があると思うんですけれど

も、そういう方たちは大体どのくらいいらっ

しゃるかなと思いまして。 

 

〇池部刑事業部長 刑事部です。 

 刑事部が通訳センターを所管しているとい

うことで、その通訳センターに登録された部

内の要員という数しかちょっとわかりません

けれども、現時点におきましては、通訳セン

ターというのは、ある程度高度な通訳の能力

を有するということになるんですけれども、

15言語の112人、これは警察官それから一般

職員も含めまして、計112人がこの通訳セン

ターに登録をされております。 

 そのほかにも、登録されている人以外で

も、留学の経験者とか、そういった語学を勉

強しているとかいう職員もいるんではないか

と思います。 

 

〇荒木章博委員 部長ありがとうございまし

た。 

 そういう方たちも実際いらっしゃるし、今

後そういう方たちをうまく活用されてされる

んだというふうに思っております。 

 そして次に、外国人犯罪が９ページのとこ

ろに、外国人犯罪に対する対策費と計上され

ておりますけれども、これはいかに水際で、

今、覚醒剤が、清原選手や代議士の秘書や

ら、いろんな問題が今クローズアップされ

て、覚醒剤が暴力団とのつながりということ

で、大きくクローズアップをされておりま

す。 

 そういった中で、先般、私はビデオを撮っ

ておったんですけど、警察犬の活用というの

が非常に全国的に水際でとめていくというこ

とで、もちろん第一関門は国際空港のあると
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ころ、その次は地方の空港。そんなことで一

つ一つそういうところにも、――この前は野

球選手が何かですね、鉄砲の弾ですか、持っ

ていたということで摘発をされているような

んですけれども、そういった新幹線を利用し

たり高速道路を利用したり一般道、そして空

港、窓口に対する対応の仕方で、警察犬とい

うのが非常に、麻薬とか覚醒剤についてはか

なり実績を上げているということなんですけ

ど、今の熊本県のそういう対策についての警

察犬とかそういう、警察犬だけでなくても、

いろんなものがあるでしょうけれども、摘発

するのにはですね。そういうところのものは

何匹ぐらいいて、何に対応できるのか、そこ

のところをちょっと。これは警備部のほうで

すかね。 

 

〇池部刑事部長 刑事部でございます。 

 熊本県警の警察犬の制度というのは２本立

てでありまして、１つは県警が所有する警察

犬による直轄警察犬制度、それから民間の嘱

託警察犬、民間で訓練をしている、いろんな

犬種がいるんですけれども、これを警察犬と

して嘱託をする嘱託警察犬制度という２本立

てでいっております。 

 全国的には、この２本立てしているところ

は半数ぐらいで、どちらかというと嘱託警察

犬制度のほうが多いというのが実態でござい

ます。 

 本県につきましては、現在、直轄警察犬は

３頭、飼育、訓練をいたしております。その

ほか本年度の嘱託警察犬としましては、警察

犬を20頭、それから指導士を８人委嘱をして

運用をいたしております。 

 あと、今委員がおっしゃいましたような麻

薬犬とか爆発物探知犬というものについて

は、現在のところ熊本県警としては保有をい

たしておりません。 

 あと入管とか税関においては、そういった

麻薬犬等の保有があるのかもしれませんけ

ど、ちょっとそこは私詳しくは承知をしてお

りません。 

 この嘱託犬制度につきましては毎年度嘱託

ということで、１年に１度、警察嘱託犬の審

査会を実施をいたしまして、足跡追求、銃器

選別それから捜索・救助と３種目の種類ごと

に審査をして、それに合格した犬が翌年度の

嘱託犬として委嘱をされるという制度でやっ

ております。 

 

〇荒木章博委員 わかりました。 

 僕も警察犬何とか会員といって、年間登録

で過去には入っていたんですけども、やっぱ

りこの麻薬を探知する犬というのは熊本県に

はいないということなんですけど、こういう

のはやっぱり九州でもどうなんですかね。わ

からなければいいんですけども、九州では何

県ぐらい配置されているんでしょうかね。 

 

〇池部刑事部長 手元にちょっと詳しい数字

がありませんというか、承知しないんですけ

れども、九州、大きい警視庁とか大阪です

ね、そういったところは当然、爆発物を見つ

けるあるいは薬物を見つける、あるいは警備

犬と言われますけれども、そういったものも

保有しているというふうには聞いておりま

す。 

 

〇荒木章博委員 わかりました。 

 これはいたがいいのか、いないほうがいい

のか、またそういうのを飼育するのも大変難

しい問題もあるかと思うんですけれども、将

来においてやっぱりこういうところも尐しず

つ――摘発がいろんなところであっておりま

すし、先般は何か船の上で何百億の摘発がさ

れたというふうに、こういう海外が日本を、

やっぱりこの数倍のお金で清原なんか買って

いたということで、こういうのが徹底的なで

すね、この前も摘発されたんですけど、１日

前にはやめるとかね。そういう何かおかしい
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ようなこともありましたけれどもね、やっぱ

こういう摘発はきちんと徹底的にですね、暴

力団とつながるわけですから、やっぱり摘発

をしていただきたいなとと思っております。 

 もう一つは、２ページの一般管理費で、女

性の視点から見た、一層反映した警察運営費

ということで、研修講師とかそういうことで

取り組んでおられますけど、ここあたりを一

つ聞かせていただきたいということと、もう

１つ、警察官の増員に関しては、この前、飛

行場で警務部長も、警視庁を回られた後、増

員に努力をされたと聞いておりましたけれど

も、その後どういうふうな人員に当たったの

か、ふえたのか。そこあたりも、ちょっとお

尋ねしたいと思います。２点をですね。 

 

〇黒川警務部長 お尋ねのまず第１点目、女

性の視点を一層反映した警察運営費に関して

でございますが、現在、警察官といたしまし

ては約3,000名の警察官のうち女性が６％

強、200名弱の女性がおります。 

 そうした中で、まずは施設的な面で、例え

ば女性の着替える場所ですとか、あるいは仮

眠室、こういったものが警察署あるいは交番

に全てそろっているかというとそうではない

と。特に交番なんかでは男女ともの更衣室あ

るいは仮眠室がそろっているところは、極め

て数が限られております。 

 そういった中で今回予算をお願いしており

ますけれども、一歩一歩ではございますけれ

ども、施設的なものを改善していくことで、

より女性が働きやすい職場をつくっていくと

いったハード的なもの、あるいは、この２ペ

ージにも臨時託児室開設費とございますけれ

ども、これは当然一般職員も含めてですが、

育児休暇を取った人、あるいは育児休暇明

け、そして短時間勤務を希望されるような職

員が安心して働けるようなソフト面といいま

すか制度面、さまざまな制度改革していかな

ければいけませんけれども、そういったもの

を、ソフト面を改善していくような取り組み

も進めなければいけません。そして、なお、

より重要だと考えておりますのは、この２ペ

ージの３の(1)でありますが、研修会講師謝

金とございますけれども、やはりどうしても

警察というのは業務の性格上やはり男性とい

うか力仕事といいますか、悪に対峙するとい

う意味では、どうしても男社会と言われるよ

うな部分が多い中で、非常にこの女性警察

官、尐数派で苦労しながら頑張っていく、そ

ういう中で男性職員も女性職員もこの男女共

同参画あるいは女性がますます活躍する組織

というものへの意識改革をしていかなければ

いけない、ソフトとハードとその意識改革、

これらを全て並行的に進めていかなければい

けないというふうに考えておりますので、そ

れに関して必要な予算を今回計上させていた

だいたというところでございます。 

 それから第２番目のお尋ねの増員の関係で

ございますけれども、今回、先ほど林警務課

長から説明を申し上げましたけれども、熊本

県警察官職員定数条例の一部を改正する条例

の案を今回条例案を提出させていただいてお

ります。ここにございますとおり、現在、条

例上の定数3,079人でございますけれども、

来年度からはこれに13人をプラスいたしまし

て3,092人にしたく考えております。いわ

ば、この13人分が今回の陳情といいますか、

お願いで、先生方の御支援もあり、いただけ

た配分数というところでございます。 

 そして、なおこの13人の、予定どおり進め

ば、この４月からの配置先でございますけれ

ども、１つはやはり人身安全関連事案、Ｄ

Ｖ、ストーカーの対応ということで、こうい

ったものの取り扱いが多い警察署の生活安全

部門等への配置を考えております。 

 それから、もう一つやっぱり振り込め詐欺

対策、これをしっかりやっていかなければい

けないということで、これの増員もいただい

ております。これにつきましては、警察本部



第６回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成28年２月23日) 

 - 48 - 

の捜査第二課が捜査の主管課でございますの

で、この警察本部捜査二課の捜査班を強化す

る人員としても充てております。 

 その２つの種別で13人の増員をいただいた

ところでありますので、この条例案をお認め

いただきました暁には、しっかりとした人員

配置をして治安の維持に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

〇荒木章博委員 女性の視点を反映した県警

の運営ということですね。非常に意識改革を

して、１割にも満たないんですけれども、女

性警察官の役割また育児とかそういうのも、

託児所とかそういうのは、やっぱり特別そう

いうのは要ると思うんですけども、そういっ

たのも取り組んでいかれるということと、ま

た警察増員にも13名という一つの御努力をさ

れて、もちろん議会もそうなんですけれど

も、担当課、部のほうで取り組まれたという

ことに、やっぱり厚く感謝を申し上げたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか質疑ありませんか。 

 なければ、これで警察本部に係る質疑を終

了します。 

 ここで、５分間の休憩を取らせていただき

たいと思います。 

  午後２時10分休憩 

――――――――――――――― 

  午後２時16分開議 

〇内野幸喜委員長 それでは、引き続き教育

委員会に係る質疑に入りたいと思います。質

疑はありませんか。 

 

〇溝口幸治委員 ６ページ、就学支援金交付

等事業の説明をいただいたんですが、これが

あるから前年度と比較して今年度は予算が大

きく膨らんでいますよという話だったと思い

ますが、これは、この支援金をもらう方は非

常にうれしいのはうれしいだろうと思います

けど、だんだんこう、１年生だったのが２年

生それから３年生ということで、財政的な負

担というのもふえてきますよね。ですから、

この給付金事業で経費もその分ふえてくると

いうわけですよね、扱いが。この辺の給付金

のメリットとデメリットというか、今後県と

して課題だなと考えているところ、そういっ

たところをちょっとお話をいただきたいと思

います。 

 

〇國武学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 就学支援金につきましては、実際に給付す

る額につきましては100％国庫から受け入れ

ているところでございます。昨年度が約１万

9,000人で、現在の１年生、２年生合わせま

して１万9,399人と見込んでいまして、来年

度、約9,000人ほどの増という形で予算を計

上いたしているところでございます。 

 ただいま委員からも御指摘がございました

とおり、実際、学校現場では所得を確認した

りとかいう作業がございます。その点につい

ては事務費も合わせていただいております

が、現実的には全学校に事務をするための臨

時職員を配置することができていない状況で

ございますので、そのあたりついてはできれ

ば拡充をという話は機会を捉えて伝えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

〇溝口幸治委員 支援金をもらう方は非常に

うれしいだろうし助かると思いますけど、そ

の分、県の事務量というものがふえるので、

このあたりはどこかの時点できちっと、やっ

ぱり国に対しても、我々も含めて意見を言っ

ていったほうがいいのかなというふうに思い

ます。 

 続けていいですか、さっきのやり方でよか
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ですかね。。 

 

〇内野幸喜委員長 はい。 

 

〇溝口幸治委員 社会教育課の９ページと10

ページのところで未来塾の話がありまして、

未来塾は私も内容をよく把握しているんです

が、この10ページの新規事業で上がってい

る、学校を核とした地域の教育力強化事業、

これは何か意外と未来塾と似たような事業な

んじゃないかなというふうに思ったんです

が、その違いとこの新規事業のねらいをちょ

っと御説明いただきたいと思います。 

 

〇河村社会教育課長 10ページに掲載させて

いただいております(8)の新規事業でござい

ます。これは御説明のときも、組みかえとい

う表現をさせていただきました。本年度まで

は社会教育課で寺子屋事業というものを行っ

ておりました。未来塾もそうですし、放課後

子ども教室また学校支援地域本部など、学校

と地域がつながる事業をコーディネーターと

いう県内に３人配置して、啓発とか周知を行

っていくという寺子屋事業というのを27年や

っておったものを、いわゆる組みかえをして

行っております。 

 何と何の組みかえかというと、その寺子屋

事業ともう一つは学校支援地域本部事業とい

うものを、これは国からの補助事業でござい

ますが、この国からの補助事業の３分の１負

担、県及び市なんですが、それと寺子屋事業

を合体させて、(8)ができております。 

 メリット、デメリットでございます。まず

１つは、寺子屋事業に関しましては100％県

費で行っていたところでございます。コーデ

ィネーターの人件費が主なものでございます

が、それを国からの補助事業の中に組み込む

ということで、いわゆる県の負担分が浮く

と、国と市町村が３分の１を負担するという

ことなので、まず１つ人件費を尐し浮かせる

ことができたというのがあります。 

 また、浮かした分だけ尐し余裕があるとい

うところも踏まえて、実はコーディネーター

ター３人と、先ほど27年度申しておりました

が、28年度は２人ふやして５人ということ

で、県内をきめ細やかに未来塾、放課後子ど

も教室そして支援本部を、できるだけ多くの

学校をやっていただけるような周知啓発を行

っていく、そういった事業が(8)の主な事業

でございます。その未来塾は、お金的には一

部ではございませんが、その周知の先にある

事業として未来塾というのがあるというもの

でございます。 

 

〇溝口幸治委員 ありがとうございました。 

続けていいですか。 

 

〇内野幸喜委員長 はい。 

 

〇溝口幸治委員 済みません、12ページの文

化課。４番の文化財保護管理費、ここの(4)

番の、装飾古墳館の管理運営、それから(5) 

番の鞠智城関係経費の鞠智城の管理運営。こ

の管理運営の金額とは、どれぐらいなのか、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

 

〇手島文化課長 管理運営につきましては、

装飾古墳館につきましては3,700万円ほど、

それから鞠智城の管理運営費といたしまして

は2,700万円ほどが管理運営費でございま

す。 

 

〇溝口幸治委員 何で私この質問をしたかと

いうと、文化財の保存管理費で２億1,000万

ちょっとありますよね、ここ上がっていて、

そのうちの１億ぐらいが装飾古墳と鞠智城な

んですよね。この前の荒木先生の文化の話だ

とか、それぞれ地域には文化財とかあって、

それぞれを守っていこうていうときに、保存

管理していこうというときに非常に、２億ぐ
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らいしかない予算の１億がこの装飾古墳と鞠

智城に充てられるというのは大分大きいなと

いうふうに感じたので、この辺はどういうふ

うに整理をしていくのか。もちろん鞠智城は

国営公園化を目指しているので、そこの予算

を削れという意味じゃないんですけど、やっ

ぱり必要最小限の予算をつけていくとして

も、この割合的には非常に多いなというふう

に感じるんですけど、どうでしょうか。 

 

〇手島文化課長 今お尋ねでございますけど

も、装飾古墳館それから温故創生館、かなり

県の博物館として施設も運営しているところ

がございます。それに伴います管理運営費。 

 それから装飾古墳館につきましては、肥後

古代の森という形で広範囲のエリアを管理さ

せていただいている関係がございますもんで

すから、どうしてもちょっと経費的には、見

た形では大きくなっております。 

 また鞠智城につきましては、特別史跡の指

定を目指してという形でも取り組みを進めて

いるところでございます。ただ、県下全域に

つきましては日本遺産、そういった取り組み

で、ほかの地域について文化財の保存活用、

それに向けてもしっかり取り組んでいきたい

というふうに考えておるところでございま

す。 

 

〇溝口幸治委員 まだまだ守るべき文化財そ

れから活用していく文化財がたくさんありま

すので、県内には、そこのバランス感覚をし

っかりとって進めていただきたいというふう

に思います。 

 最後いいですか、続けて。 

 

〇内野幸喜委員長 はい、続けて。 

 

〇溝口幸治委員 済みません。先ほどＩＣＴ

機器の話もしましたけど、今回もその義務教

育課とかでもリースに変えたりとかいうこと

で上がっていたりします――教育政策課か、

上がっていたりして、ＩＣＴに一生懸命取り

組んでいる学校が幾つかありますよね。そう

いうところを視察なんかに行って、ああ、な

るほどな本当にいい教育をやっているなと思

いますが、もうあれ始まって、あの子たちが

中学生に上がり、そして高校生に上がりとい

うことで、その小学校と中学校の連携がどう

なのか。さらには今、高校生にその子たちな

っているんですよね。きょう高校教育課の予

算を見てみても、なかなかそのＩＣＴ機器の

うんぬんかんぬんという予算はないんです

が、最近よく聞くのが、いやこれからは高校

で、どうそのＩＣＴを活用するかというのは

非常に大事なんだという話も、よく聞きま

す。子供たちも小学校、中学校でやってき

て、高校へ行くと全くその世界に触れないと

いうような状況も現実としてありますので、

その辺の義務教育から高校に移るときの連携

というか、今後どういう方針でやっていこう

というふうにお考えなのか。これは教育政策

課。 

 

〇田村教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 先生おっしゃいますとおり、ＩＣＴに関し

ましては、特に先生の地元であります山江と

か人吉のほうでも非常に熱心に取り組んでい

ただいております。特に高森のほうでも早く

から取り組んでいただいて、電子黒板から始

まって、その後、先生たちのスキルアップと

あわせて、子供たちにタブレットを持たせて

授業に取り組むということが、もうあちこち

で行われております。 

 そういう動きを実は我々としても、ぜひ高

校にも持っていきたいというふうなことは考

えております。 

 これはまだ、今後また肉づけ予算とかで

も、そういったところの動きについては、ま

た議会の先生たちの理解を求めながらやって
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いこうと思っておりますけども、基本的な考

え方としますれば、やはり、今、小学校、中

学校でせっかくこう子供たちがスキルを上げ

て学んできておりますので、その動きをぜひ

高校につなげていくような形の連携を、これ

は私どもとあと高校教育課あたりも連携しな

がら、各学校には一応いろいろパソコンは高

校にもありますので、産業教育にしろ私ども

で整備しているパソコンもありますので、そ

ういった機器整備とあわせまして、いかにソ

フト的なつながりもつくっていくかというこ

とも含めて、またちょっと今後検討していく

中でいろいろ議会の先生方にも御相談させて

いただきたいと思っております。認識として

は持っております。ありがとうございます。 

 

〇内野幸喜委員長 いいですか、溝口委員。 

 

〇溝口幸治委員 私もずっとこれ、いろんな

ところへ視察へ行って見てきて、もちろん機

器の整備というのも大事なんですね。今ソフ

トという表現をされましたけれども、まさに

これ、どうやって使って教えるかという先生

のスキルというのが非常に大事で、どこの学

校へ行っても先進的なところは、機械がすば

らしいんじゃなくて教える先生がすばらしい

んですよね。そういう意味では、高校の先生

たちがどれだけここに興味を持っていただく

か、あるいはもっとこうわかりやすい授業を

やるためにそれを活用していただくかという

ことで、高校の先生たちのスキルアップ、認

識というのが大事になってくると思いますの

で、その辺はしっかり取り組んでいただきた

いというふうに思っておりますが、越猪課

長、何かありますか。今取り組まれているこ

ととか今後考えていらっしゃることというの

が高校教育課の中であるのか、それとも全部

教育政策課がそれを管轄するのか、そこも含

めてちょっと整理をしていただきたい。 

 

〇越猪高校課長 高校教育課でございます。 

 ＩＣＴの活用につきましては、まず教育政

策課が主管課ということで、全体的な制度設

計あたりをしていただいているところでござ

いますが、高校生につきましては、例えば中

高一貫校で、中学校でそういうアプリケーシ

ョンを使った授業等をやっておりますが、そ

れを高校のほうで試験的に実際、先生方が授

業中使われているという、もう現状はござい

ます。ただし、限られた学校ですので、その

学校での成果をほかの学校に普及させていく

ということが一つだろうというふうに思って

おります。 

 それと、もう一つの課題としましては、高

校生がもうみずからさまざまなツールを使っ

て学習をしているという現状がございます。

これは小学校、中学校からいろんな機材を使

ってやっているというその延長でございます

が、そういうＩＣＴを使った学習方法に対し

て、高校の先生たちがどういうふうにかかわ

っていくのか、そういうソフトを使ってどう

いう学びの形があるのかということも、あわ

せて検討させていきたいというふうに思って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 

〇内野幸喜委員長 ほか質疑はありません

か。 

 

〇前田憲秀委員 やはり溝口先生とも重なる

部分をちょっと御質問したいんですけど、10

ページの先ほどの新規事業のところです。学

校を核とした地域の教育力強化事業というこ

とで、もう尐し詳しく、どんなことが考えら

れるでもいいんで、もう一回御説明いただい

てよろしいですか。 

 

〇河村社会教育課長 (8)についてでござい

ます。 

 基本としては、繰り返しになりますが、本
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年で単県100％県費で行っている寺子屋事業

ですね、寺子屋プランナーと呼ばれる方が、

１校でも多く学校支援の取り組みを広めると

いうことでございます。これは３年の終期と

いうことでございまして、実は本年度が３年

ということで終わりに来ておりまして、新た

な施策を考える必要がございました。 

 その中で、実は国のほうの動きとしては、

こういった寺子屋プランナーのような、県内

を広範囲に、いわゆる市町村をまたいで周知

啓発を行っていくということを、実は熊本県

が非常に先進的な事例であるということを、

実は文科省のほうが考えておりまして、文科

省のほうが28年度の予算編成の際に、学校支

援本部事業という中で、実はそういった市町

村またぎのコーディネーターというのは実は

制度上なかったんですが、熊本の先進事例を

取り入れようということで、文科省の28年度

予算からメニューの一部変更ということで、

こういった市町村またぎのコーディネーター

というものを文科省が要求をしております。 

 といったこともございまして、そういった

熊本を受けた文科省の動き、それに我々も連

動する形でこの寺子屋プランナーというもの

を、ちょうど見直しの機会でございましたの

で、予算の経費節減と、またそれに関しまし

てよりきめ細やかな対応を、人をふやして、

実は天草地域なんかはどうしても、物理的に

も遠いというところがございますので、コー

ディネーターが回るにしてもやはり制約ござ

いました。 

 また、玉名地方のほうは、学校はある程度

あるんですが、まだまだそういった学校と地

域の連携の取り組みが進んでいないというよ

うなところ、実はここはなかなか、もう１人

人をふやしてきめ細やかにやりたいなと思い

つつも予算の関係上できなかったところはあ

るんですが、そこを人をふやして、そういっ

たまだできていないところをもっともっと進

めたいところに手厚くできるということで組

みかえを行って、国の事業の中に寺子屋事業

を入れる形で、(8)に関しましては新規とい

うことで今回計上させていただいている次第

でございます。 

 

〇前田憲秀委員 済みません、私もなかなか

ちょっと勉強不足で、このことでどうなるの

かというのを、まず一言でお示しいただきた

いなと思うんですけど｡ 

 例えば、郡部の高校生が、後でちょっと触

れるんですけど、定数割れの志願者で尐ない

と。地域に魅力を持って、我が地域の高校に

通ってもらいたいということなんかも考えら

れるんですかね、この一環の中で。 

 

〇河村社会教育課長 基本的には、いわゆる

小中のような学校と地域と子供、保護者が密

接なかかわりを持っている、そういったエリ

アというか学校区みたいなところを中心とし

た施策でございまして、そういった小中の学

校に来れば地元の人がボランティアで入るこ

とによって先生の負担軽減にもなるし、地域

の方々、住民の地域活性化にもなるというよ

うな、こういった小中のような、いわゆる密

度の濃いエリアをいかに地域連携、学校と地

域の連携を進めていくか、それをコーディネ

ーターが担うというような事業でございま

す。 

 

〇前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 尐し私が思っている方向性とは違うのかも

しれないんですけど、なぜそのことを取り上

げたかというと、今まで郡部の首長さんとか

教育関係者の方といろいろ懇談をする中で、

今回一般質問の中でも、高校再編計画は一

旦、教育長がもう３月で一旦終わりますと、

次は次でまたしっかり、また議論が始まると

いうことだったんですけど、やはり現場の首

長さん、特に首長さんあたりは地元の高校の

生徒、先週1.06倍だったですかね、志願者数
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は。そんな中でも半数だとか半数以下だとい

う志願のところもあって、そこがなくなると

もう地域創生もあったもんじゃないというお

話だっんたんですよね。どうやって地域でそ

の高校、子供たち、学生の場をしっかり守っ

ていくかというのは、本当いろいろ悩んでお

られたんですよね。 

 そういったところと直接は、今の御説明で

いうと関係ないのかもしれないんですけど、

そんな中で話があったのが、例えば島根県の

隠岐島の海士町の島前高校ですか、もう皆さ

んもちろん御存じだと思うんですけど、島な

んですよね。基本的にはみんな外に出ていく

のに、先ほどあった指導者の方、またいろん

な体験学習も含めて、今、島外から人を集め

て、しっかり結果も出ていると。早稲田大

学、慶応大学に合格者もいるし、国公立にも

就職率も100％。そういう何かヒントになる

ようなものを、今この新規事業も含めてでき

ないものなのかなと、きょうも最後１問だ

け、このことだけを質問させていただきたい

なと思ったんですけど、もし管轄が違うので

あれば、どなたかそういった取り組み、こう

いう事例がありますみたいなのはございます

か。 

 

〇手島政策監 高校整備推進室でございま

す。 

 委員御指摘のとおり、今年度の出願状況等

も見まして、地域の学校によってはなかなか

定員を満たしていないような状況もありま

す。ただ、きょうまでが出願の差しかえもで

きるような状況もあっておりますので、最終

的なものを見て判断は必要かとは思っており

ますが、私どものほうで魅力創造発信事業と

いうものを、これまで２年間にわたって取り

組んできたところでございます。この中で

は、各学校ごとに地域の活性化のための組織

を立ち上げておりまして、地域の方々とどう

やったらその生徒さんがその学校の魅力を感

じて入っていただけるかということに知恵を

出し合っておりますし、また、いろんな予算

を使って、ＰＲ用のポスターやチラシ、また

地域ではケーブルネットワークのテレビや、

あと地域ＦＭ等もございますので、その中で

コマーシャルを流したり、また地元の自治体

の御協力を得ながら、地域の回覧板の中でチ

ラシあたりを回したりというような地道な努

力を今続けているところでございます。 

 

〇前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 先ほど紹介した海士町、隠岐島の件は、も

う20人を切るぐらい生徒数になりかけて、も

ちろん母校もなくなるというところから、教

育委員会、先生さまざまそこの自治体の関係

者の方が話し合って、今もう100人ぐらいの

定員で２クラスが成り立っているという話で

した。 

 そういう事例も踏まえて、熊本県でも似た

ような角度で、この地域に何で生徒が集まる

んだろうというような、未来のある、魅力の

あるそういう施策もぜひやっぱりやっていき

たいなというふうに、私もいろんなお話を聞

いて感じました。地元の首長さんを含め地元

の地域の方々も、やっぱりそこは本当に深刻

に悩んでおられます。 

 ですから、このことだけは地方創生、本当

にこれは大事なことなんですけど、やっぱり

細かく意見を聞き相談に乗ってあげないと、

なかなか一くくりでは難しいなというのは本

当感じていますんで、先ほど御質問したこの

新規事業が、なかなかそれにはまらないんで

あれば、そういう角度でどう持っていけるか

ということも、全庁的に教育委員会でしっか

り議論をしていただきたいなと思っておりま

す。 

 

〇田崎教育長 ありがとうございます。いろ

いろと御意見をいただきました。 

 我々も島前高校についてもこれまで視察と
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いいますか、調べたりもしております。今御

案内のとおり、いわゆる首都圏から人を呼ん

で今再生しているというような学校というふ

うに聞いております。 

 我々も今一生懸命、各それぞれの、例えば

定員を割っている学校、高森高校であるとか

小国高校であるとか矢部高校であるとか甲佐

高校であるとか、それぞれの高校、それぞれ

の地元の町が一生懸命になって今、学校と一

体になって、活性化といいますか、どうして

いくかということを考えていただいておりま

す。そういう中では、いろいろアンケートを

したり、寮までいろいろ考えようとか、ある

いは芦北高校あたりでは、いろんな高校生

の、いろんな学校徴収金みたいなものとか奨

学金みたいなものも出そうとか、そういうこ

とを考えていただいているところです。 

 我々としても、先ほどのそれぞれの魅力創

造事業も活用しながら、地元の自治体と一緒

になって、何とかそれぞれの学校がその地域

で、これからも頑張っていけるように、しっ

かりと応援してといいますか、一緒になって

やっていきたいと思っております。 

 

〇前田憲秀委員 教育長、ありがとうござい

ます。 

 海士町のことばっかり紹介であれですけ

ど、高校選びの新しい選択肢ということで、

一人一人の夢を育む島留学という、県のホー

ムページ、町のホームページでも紹介をして

いるんですよね、全国から募集しますという

ことで。学力は大事だけども、高校時代に身

につけてほしいことは、それだけじゃない

と、もういろんなキャッチフレーズがあっ

て、なかなか共感できるんですよね。だか

ら、それの熊本版みたいなのはいっぱいある

んじゃないかなと思ってますんで、私もしっ

かりまた勉強していきたいなと思いますの

で、全庁的に、ぜひ検討していただければと

思います。 

 要望で終わります。 

 

〇荒木章博委員 今、前田委員からも話があ

ったように、海士町というのは去年11月、Ｆ

ＤＡのチャーター便を私たち飛ばして、１時

間だったかな海士町のほうに行ってきたんで

すよね。御案内のとおり後鳥羽上皇が流され

た土地で、今の天皇陛下も皇太子のときにお

参りをされたりとか非常に歴史があり文化が

あるところなんですよ。だから、やっぱり町

を挙げて、町長が熊本に来て講演をしたりと

か、今の総務部長の木村さんと仲よしだし

ね、非常に歴史、文化を大切にするんです

よ。そこに学力というものを入れていくもん

だから、私も行って非常にそういうところを

感じてきたんですね。そして大歓迎を受け

て、飛行場から、熊本チャーター便だから２

泊３日で帰ってきたんですけど、そういった

やっぱり歴史、文化を大事にするところは、

どうしても学力も上がっていくということ

で、私は今の委員のことには同感です。 

 そういった中で、13ページをちょっと質問

します。 

 ここに県立美術館が40周年を迎えて、いろ

んな改築をしていくとか、老朽化に対する施

設整備とか、そしてまた６番の(1)には、細

川コレクションの永青文庫推進事業というこ

とで予算が計上されてありますけれども、県

立美術館の入場の推移、細川永青文庫の入場

推移はどういうふうな状況ですかね。 

 

〇手島文化課長 美術館本館のほうは、残念

ながらちょっと今回休館もしておりますの

で、若干減りぎみです。 

 議員あと１つお尋ねの永青文庫のほうです

が、これは順調に推移しておりまして、ほぼ

横ばいかちょっとずつ伸びているような状況

でございます。 

 

〇荒木章博委員 それで、この老朽化に対す
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る改修事業をやられるわけですけれども、40

年をたった今、また新たないろんなやつを、

展示とかそういう歴史あるものを計画される

考えはないのか。それは、一つは先般、日本

遺産関係で球磨・人吉の展示がありました。

あれだけすばらしいものがあったにもかかわ

らず、人数で勝負するというわけではないん

ですけど、１万人を切ってしまったというこ

とで、私は本当に、私は２度も見に行ったん

ですよ、すごかったからですね。だから、や

っぱりそういう、教育委員会の中に、そうい

う意識とか文化に対する考え方とか、今、日

本遺産に取り組む考え方なんかあるのかな

と、僕はちょっと疑問に思うんですよ。その

点も含めて、どうですか。 

 

〇手島文化課長 美術館におきましては、議

員今お話しいただきましたように40周年を迎

えるということに当たりまして、開館40周年

を記念した大熊本県立美術館展、これは今ま

で熊本ゆかりの文化、歴史、そういった美

術、西洋美術、細川コレクション、そういっ

たものを一堂に会するような展覧会を開催す

る予定で、これは間もなく美術館のほうから

恐らく発表があろうかと思います。そういっ

たものも企画しているところでございます。 

 また、日本遺産につきましては、市町村の

今動きについて、教育委員会といたしまして

も地元と一緒になって取り組んでいくという

姿勢でしっかり取り組んでおりますので、そ

こは今、日本遺産、予算のほうも上げさせて

いただいておりますけれども、取り組んでま

いりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 

〇荒木章博委員 失礼ですけど、教育委員会

で行かれた方は手を挙げてください、教育委

員会で。（挙手する者あり）半分以下ですけ

ど、そういった中で、やっぱり先陣を――先

にやっぱりいろいろ見て感動されれば、人に

伝わるわけですよ。最後の追い込みだけで新

聞とかテレビとかで出しても、意味がないと

思うんですよ。 

 せっかくそれだけのお金をかけてあれだけ

の規模でやられるならば、今後も40周年を迎

える県立美術館の増改築をやられ、細川コレ

クションの予算あたりも3,000万ですか、こ

れ3,900万、約4,000万の予算をかけてやるわ

けですから、県民にやっぱりぜひ周知をやっ

ていただきたいなというふうに思いますの

で、引き続きお願いしたいと思います。 

 引き続き、いいですか。 

 

〇内野幸喜委員長 はい。 

 

〇荒木章博委員 前半ですから、もう３つぐ

らい。 

 １つは２ページですけど、ちょっと感じた

んですけど、この対前年の比が5,349万5,000

円ということで、これ聞いてみたら、5,000

万もかかるというのは県立学校の情報化推進

の中でパソコンのリース事業に係る経費とい

うことで計上されているようですけれども、

これは１億4,700万ですね、経費が。これは

どういった形でこれを計上されたのか、ちょ

っとお尋ねしたい。 

 

〇田村教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 これは先生から御指摘ございましたけど、

これは県立学校の先生たちが校務に使うパソ

コンでございまして、実はこれ過年度、平成

22年度に国のほうの事業で一括して購入した

分でございます。 

 これを今年度27年度から29年度までの３年

間をかけまして、いわゆる購入からリースに

切りかえていくというふうなことですので、

毎年毎年そのリース料が上乗せされていく形

になりますので、その分で予算がふえていく

というふうな形になります。 
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〇荒木章博委員 それはよくわかるんですけ

ど、古くなったから、22年度に買ったからか

えていく、スパンはわかるんですけど、やっ

ぱり計画的にこういうのもやっていかない

と、時期が来たからこうだということじゃな

くて、１億4,000万もかけてリースにかえて

いくということなんですけど、やっぱりだか

ら計画的に物事を何でもやっていくべきじゃ

ないかなと思うんですけども、いかがでしょ

うか。 

 

〇田村教育政策課長 委員御指摘のとおり、

パソコンにつきましても22年度に購入しまし

たもんですから、なかなかソフトで対応でき

るものとか機械の故障についても、もう部品

がなくなったりとかいうふうなことで、そう

いうふうなところも見極めながら、もう老朽

化したものから順次かえていっているという

ことでございますので、そこは財政当局のほ

うともよく打ち合わせながら、県の理解も得

ながら進めているところでございます。 

 

〇荒木章博委員 まあ、これだけの予算をか

けてどんとやるんではなくて、僕は計画性が

ある程度あっていいんじゃないかなと思う。

だから前年との格差がかなり大きくなってく

るということで、今後もそういった取り組み

を、今回はもうそうやってされるということ

ですから、やっぱりこういうものとか実際耐

久性がある程度ある、20年スパンとか30年ス

パンとあるものについては、やっぱり県教育

委員会としてはどういう形で取り組んでいく

かという総合的にそれは計画してやられると

いうのが筋道だろうと私は思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 引き続き15ページですけど、県立高校魅力

創造発信事業ということで、広報予算として

760万計上されておりますけど、これはどこ

に、ＤＶＤをつくって、どこにどうやった形

で見せて啓発をされていくのか、ちょっと内

容のところを教えていただきたい。 

 

〇手島政策監 これにつきましては、各学校

単位でＤＶＤ等をつくりまして、先ほどもち

ょっと触れましたが、地元のケーブルネット

ワーク等、そちらのほうで流しておりました

り、また学校のほうでオープンスクール等で

中学生を招いたときにごらんいただいたり、

そういうような形でやったり、また中学校に

配付したりということで活用させていただい

ているところでございます。 

 

〇荒木章博委員 これは過去に、そういう中

学校とかそういう魅力をですね。だから要す

るに、そこの高校の魅力を中学校の人たちに

入学してもらうために発信しているというこ

とで理解していいんですか。 

 

〇手島政策監 御指摘のとおりでございま

す。 

 

〇荒木章博委員 これは、やっぱり企画力が

必要だと思うんですよ。ただ単に、この学校

を紹介するビデオでは、これだけの予算をか

けてやる必要はない｡ある程度のやっぱり企

画力で、どんな企画力で生徒を募集するの

か、そこの学校のよさがあるのかというのを

見極めながら発信していると思うんですけ

ど、どなたがこれをやられるんですか。 

 

〇手島政策監 制作に当たっては、学校の中

で先生方また先ほども御説明しましたとおり

活性化委員会、活性化のための組織あたりを

立ち上げておりますので、その中でいろいろ

御意見をいただきながら制作させていただい

ているところでございます。 

 

〇荒木章博委員 だから、やっぱり固いもの

も必要かと思うんですけど。例えば、あると
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ころは漫画にしたりとか、子供たちのインタ

ビューとか。私はこの前「五輪の書」という

のをＤＶＤをつくったんですけど、藤岡弘、

さんに頼んでね、格安で。今もう大河ドラマ

やっているもんだから、今度は忠勝か、やっ

ているもんだから高かったんだけれども、や

っぱりそれだけで大分、人が見るんですよ

ね。だから、やっぱりそれとこれはちょっと

違うけれども、何かやっぱりユニークさを持

って生徒募集に、子供たちが中学生やら小学

生たちがその学校のよさとか、響きを持って

入学に持っていかれるかなというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それと21ページですけど、「熊本の心」と

いうのは、あれはＲＫＫだったですかね、私

もちょっと見させていただいて非常に役に立

ったなということで、あれを改訂版をされて

教育委員会取り組んでおられたんですけど

も、これについての反応ですよね。何か、ど

うかしたアクションみたいなのが、例えば小

学校でこんなことがあったよ、中学校でこん

なことがあったよと、あの「熊本の心」を放

映したためにこういう効果があったんだよと

いうのはつかまれていますか。 

 

〇浦川義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 まず、テレビ放映をしました後に感想等が

寄せられておりまして、それを一部御紹介い

たしますと、熊本にはすばらしい方がいらし

て今の熊本があるのだなというふうに感心し

ましたとか、あるいは熊本県の偉人の功績の

おかげで今の住みやすい熊本があるのだなと

いうふうに、感無量に思いましたといった、

多くのおほめの言葉と申しますか、こういっ

た声をいただいているところでございます。 

 

〇荒木章博委員 そういうおほめの言葉とか

いろんなやつ、そういう感想とかを、それは

教育委員会だけで握っておられるのか、それ

ともそれをいろんな学校に、こういうこの

「熊本の心」に対して感想があったんだと

か、見らない方たちも、再放送はないんでし

ょう。再放送がないのであれば、こんな形で

あったとかというのは、せっかくあれだけの

予算をかけてテレビでずっとやっていたわけ

ですから、そういうところをうまく考えてい

かれる考え――ただ「熊本の心」をやってよ

かったといって感想を得た、それだけではな

くて、それをまた返してやる、広げていくと

いうのはないのかなとちょっと思ってお尋ね

したんです。 

 

〇浦川義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 今、委員御指摘のように、こういった声は

各学校にまた教育事務所の指導課長会議等を

通して伝えておりますし、今後ＤＶＤを、放

送したＤＶＤを各学校に配付することにして

おります。そういったＤＶＤを今後は授業の

中で活用していただくということで広めてい

きたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

 

〇荒木章博委員 最後になるんですけども、

やっぱり一つには、そういうものを学校の授

業、道徳とかそういう授業がありますでしょ

う、その中で放映されたものは、ある程度放

映していくと、かなりいいものになっていく

んじゃないかなと思うんですけども、教育長

に。どういうふうに教育長、活用ですよね、

これだけ、「熊本の心」のこれだけ皆さんか

らすごい「熊本の心」ができ上がり、またＤ

ＶＤができ上がり、テレビ放送があり、やっ

ぱり本当に県民の方たちがこれ感動したとい

う声も大変多く聞くんですよね。 

 

〇田崎教育長 ありがとうございます。 

 今後の活用については先ほど義務教育課長
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が申し上げましたけれども、今も「熊本の

心」、道徳教育用郷土資料「熊本の心」につ

いては、各学校で道徳の時間に活用して授業

に生かしているところであります。 

 今後、ＤＶＤ等が各学校に配付された後に

は、そういうものも使ってその道徳の時間で

さらに活用していきたいと思っております。 

 御案内のとおり特別の教科、道徳というの

が平成30年から小学校に、31年から中学校に

も導入されますので、本県では来年度からそ

の前倒しということで、道徳教育に30年を待

つのではなくて取り組んでいこうということ

で、今計画をしております。そういった充実

をしていく中に、今回のこういうＤＶＤもし

っかり活用していきたいというふうに思って

いるところでございます。 

 

〇荒木章博委員 本会議でも申し上げたと思

うんですけども、ことしの９月にリオ大会が

リオデジャネイロでありまして、本大会が終

了した時点で文化のオリンピックを４年間、

日本のオリンピックまでやりなさい、そして

地方の都市でそれを取り上げていく、そして

ロンドンでは210億の予算をつけて、日本国

でも文科大臣、オリ・パラ大臣から、そして

総理から、この問題は文化のオリンピックは

エンブレムもつくって新たに募集してやって

いくというようなことなんですよね。 

 そういった中で「熊本の心」というのが、

やっぱり私は熊本の原点であるというふう

に、文化の原点であると思うんです。この

前、警察音楽隊の周年の音楽祭に私も最後ま

で、途中帰ろうかなと思ったんですけど、余

りよかったもんですから、長崎県警とのコラ

ボですね、大変なあの演奏の努力があったん

だなと思います。 

 こういう音楽とかも通じた文化のオリンピ

ックですから、ぜひこういうのも活用しなが

ら、熊本県の文化事業を立ち上げ、大きく上

げていただきたいなというふうに思いますの

で、この「熊本の心」を中心としたやっぱり

「夢チャレ」にもその中に幾つもこの事業の

中に入ってきていますので、そういうのも積

極的に対応していただきたいというふうに、

教育長にも重ねてお願いしたいと思います。 

 最後には、今度は26ページですけれども、

全国中学校の体育大会の補助が予算が計上さ

れておりますけれども、これは平成の高校イ

ンターハイがあると思うんですけれども、こ

れは何年でしたかね、体育保健課長さん。 

 

〇平田体育保健課長 インターハイにつきま

しては、平成31年でございます。 

 

〇荒木章博委員 平成31年ですね。だから20

19年ですね。 

 それで、一つには県の剣道連盟から会場が

まだ決まってないということで御指摘をいた

だいておりまして、そこのところはまだ決め

なくていいんですかね。 

 

〇平田体育保健課長 現在、平成31年の大会

につきましては、全国高体連のほうから熊本

県を含めます南部九州４県で開催依頼を受け

ているところでございまして、開催種目並び

に会場地はまだ決定しているところではござ

いません。 

 

〇荒木章博委員 剣道に限って言いますと、

非常に全国でも三冠を取ったり３連覇をした

りということで、ぜひ熊本でこの剣道の場合

は開催をし、それだけの熊本県はレベルのト

ップの人たちが実際いるわけですから。そう

いった中で、私ちょっと仄聞したところによ

ると人吉で前回、全中があったときに、宿泊

所がなくて宮崎やら鹿児島まで宿泊をしたと

いうことで、選手団が朝早くから、４時ごろ

から起きて大会会場に着くと。だから、そう

いうシステムについて非常に不満が、宿泊所

がないということで意見が出ているようです
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けれども、そこのホテルとホテルが、その鹿

児島のホテルですか、と提携しているからそ

こで一緒にやったという話も聞きましたけれ

ども、やっぱり総合的に、まあ最低でも30分

内で選手が来れるような態勢をとってやらな

いと、やっぱり何時間もかけて来るとなる

と、やっぱり選手の強化についてもやっぱり

ちょっと、正々堂々と戦わせなければいかぬ

大会ですから、そういうところも体育保健課

のほうでしっかり考えていただきたいな。今

から決められるようですけれども、もう私の

ほうではそういううわさばっかり立ってです

ね。今後、課長、公平にできるだけその辺の

状況も、宿泊状況も見ながら開催場所は考え

ていただきたいと思うんですけど、いかがで

しょうか。 

 

〇平田体育保健課長 今後、宿泊所あるいは

交通輸送あたりも含めまして、選手の競技運

営あるいは選手が力を発揮できるようなスム

ーズな大会運営ができるように、その大会の

準備に当たっては考えていかれるものと思い

ます。 

 

〇荒木章博委員 了解しました。 

 以上です。 

 

〇髙島和男委員 １点だけお尋ねします。21

ページです。 

 一番下の新規事業で、小中学校における起

業体験推進事業ということで先ほど御説明が

あったんですけれども、起業体験の実践的な

研究に要する、どうも何回読んでもちょっと

私はイメージが湧いてこないんですけれど

も、もうちょっと詳しく御説明していただけ

ますか。 

 

〇浦川義務教育課長 具体的には、起業家あ

るいは経営者の方々を外部講師として招いて

の講演とか、あるいはその企業を訪問した

り、あるいはその職業調べをしたり、あるい

は模擬店舗、例えば地元の高校との連携した

新しい商品の開発とか模擬店をつくるとか、

そういったさまざまな取り組みをするという

ことを考えております。 

 

〇髙島和男委員 その予算の額としては余

り、尐額ですので、小学校、中学校大体どの

くらいの数を考えていらっしゃいますか。 

 

〇浦川義務教育課長 県内の４市町村で小学

校、中学校、今のところ各２校程度を考えて

おります。４校で、１校当たり50万円程度の

委託費をということで考えているところでご

ざいます。 

 

〇髙島和男委員 私もずっと長年インターン

生を受け入れておりまして、彼らの就職の希

望というか、将来どうするのかというような

話を聞きますと、大概は公務員が多いんで

す。最近でこそ、いろいろ報道を見ておりま

すと、若い方がベンチャーでというような風

潮が尐しずつ出てきているのかなと思いま

す。やっぱり、そういった人たちというのは

非常に、そういう学習を受けたわけじゃない

んでしょうけれども、たくましい感がどうし

てもやっぱそれは否めない。ぜひやっぱり、

せっかくこれだけ予算を組んでやるのであれ

ば、将来的にもそういう実際起業をやる、起

こすような方々をぜひ育てていただきたい

し、また単年度で終わるんじゃなくて、また

継続的に熊本から後の何といいますか、孫さ

んじゃないですけども、そういった人たちが

生まれるような意気込みで、また御指導もし

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

〇小杉直委員 時間が大分押しましたので、

簡単に。 

 さっき質問しかけたもんですけん、中途半
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端じゃいかぬもんですけんね。 

 教育長にお尋ねですが、この菊池の学校の

先生たちの殺人未遂事件ですたいね。これに

ついては教育長はどういうふうな感想ですか

な。 

 

〇田崎教育長 ちょっと冒頭も申し上げまし

たとおり、公立中学校の教員が殺人未遂容疑

で逮捕されるというようなことで、私たちは

極めて遺憾なことだというふうに思っており

ます。本当に県民の皆様にも申しわけない

し、また、その学校の生徒もショックを受け

ているんだろうと思っております。そういっ

たケアというか、それに学校としても、合志

市の教育委員会と一緒になってしっかり取り

組んでいかなければいけないと思っておりま

す。 

 不祥事が続いておりますので、これはもう

本当に口を酸っぱくして、何回でもこれは、

この不祥事根絶について、さらに現場に周知

徹底するように図っていきたいというふうに

思っております。 

 

〇小杉直委員 計画性があるとか動機とかは

警察が捜査中でしょうけれども、新聞・テレ

ビ情報しかわかりませんが、これは御家族は

この被疑者側にはおるんでしょうかな。被疑

者というか、犯人側には御家族。それもわか

らぬ。 

 

〇國武学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 御家族、親御さんと御兄弟がいらっしゃっ

た……。 

 

〇小杉直委員 本人な独身ということですた

いな。私が何を言いたいかというと、メディ

アがおらっさんごとならしたばってんが、つ

いつい警察に事前に相談しておったとか、あ

れが教育委員会とか学校側の監督責任のよう

な一部の報道があるわけですが、これはもう

立派な大人ですけんね、個人の責任ですか

ら、あんまりそれにとらわれる必要はないな

と、報道にとらわれる必要はないなという気

持ちがあっんたもんですけんね、あえて質問

したわけですが。 

 以上でございます。 

 

〇内野幸喜委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 なければ、これで質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第20号、第24号、第27号、第64

号から第67号まで及び第76号から第82号まで

について一括して採決したいと思いますが、

御異議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇内野幸喜委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第20号外13件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内野幸喜委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第20号外13件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを、議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

〇内野幸喜委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、報告の申し出が１件あってお

ります。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後に質疑を受けたいと思います。 
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〇佐藤生活安全部長 生活安全部です。 

 熊本県手数料条例等の一部を改正する条例

について、報告をいたします。 

 熊本県手数料条例等の一部を改正する条例

案につきましては、総務常任委員会において

御審議していただいておりますので、熊本県

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律施行条例等の一部を改正する条例案に

係る部分について報告をいたします。 

 まず、熊本県手数料条例を改正する必要性

についてですが、風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律の一部が改正され、

特定遊興飲食店営業という新たな営業形態が

新設されましたので、これに伴い許可申請等

の手数料を新設する必要が生じたものです。 

 次に、新設される手数料につきましては、

地方公共団体の手数料の標準に関する政令に

基づき、特定遊興飲食店営業許可申請手数料

など10項目を定めております。 

 これらの手数料は、新設された手数料徴収

の対象事務であることから、本条例の附則に

より熊本県収入証紙条例の一部改正も行いま

す。 

 本条例の施行日につきましては、熊本県風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律施行条例等の一部を改正する条例と同じ

平成28年６月23日とし、附則により特定遊興

飲食店営業の許可申請の受け付け開始日を同

年３月23日とします。 

 以上で報告を終わります。 

 

〇内野幸喜委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思います。 

 今の報告に係る質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇内野幸喜委員長 なければ、これで質疑を

終了したいと思います。 

 そのほかで、委員から何かありませんか。 

 

〇小杉直委員 高校教育課長にちょっとお尋

ねですが、第一高校に４年ぐらい前から男性

の受験者が多くなって、合格して、在校生も

多いわけですが、最近の第一高校での男子生

徒の入学状況は概略どういうものかというこ

とと、あそこは熊本城の敷地と接しておりま

すので、国、文化庁のほうから立ち退いてほ

しいという動きがあるのかないのか、その２

点について知る限りでお答えください。 

 

〇越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 前段部分についてお答えしたいと思いま

す。 

 第一高校でございますが、４年前から男子

生徒が入学をしておるところでございます。

現在、１年生が131名、２年生が148名、３年

生が101名と、全体で380名ほどの男子生徒が

学んでいるところでございます。 

 学校からの報告によりますと、部活動等非

常に活気が出てきて、学校全体に活気が出て

きて、いい方向に向かっているというような

報告を受けているところでございます。 

 以上でございます。 

 

〇西川施設課長 施設課でございます。 

 第一高校の建物は施設課が所管しておりま

すので、私のほうからお答えしたいと思いま

す。 

 委員御指摘のとおり、第一高校の敷地なん

ですけれども、熊本城跡の遺跡群に該当して

おりまして、それと一部は熊本城の特別史跡

という位置づけでございます。 

 今の現状でございますが、維持管理上必要

な行為、そういったものは今現在でも許され

ておりまして、施設課としては建物を適正に

維持管理しながら学校施設として活用してい

きたいと、そういうふうに考えております。 

 

〇小杉直委員 いやいや、国あるいは文化庁
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のほうから、移動してほしいという動き、要

望があっておるか否やと、この点。 

 

〇手島文化課長 文化課でございます。 

 委員お尋ねの件ですけれども、国それから

文化庁のほうからそういった指導がなされて

いるということはございません。現時点は熊

本市のほうで、今、熊本城の保存活用計画を

見直しているところでございます。その中で

特別史跡をどう考えていくか、エリアの考え

方の再整理をしているところでございます。

内容につきましては、先ほど施設課長が申し

上げたような形で第一高校としては考えてい

るところでございます。 

 

〇小杉直委員 わかりました。 

 

〇溝口幸治委員 済みません、高校教育課に

お尋ねをいたしますが、県立高校における性

教育の講演で、露骨な表現や耳を塞ぎたくな

るような内容となる講演があっているとの情

報もあるわけですが、行き過ぎた内容だとい

う指摘だと思いますけど、私が確認したいの

は、高校教育課のほうで、どこの、大体高校

ですから高校に権限と責任があるので、いつ

そういう授業をやられて、講師はどういう人

を呼ばれて、内容はどういう内容だというの

は高校教育課では把握しているかどうかとい

うのが１点と、恐らく学習指導要領にのっと

っての講演だと思いますが、学習指導要領に

のっとってるのかどうかという判断は高校教

育課のほうで確認をしているのかどうか、そ

の２点お尋ねをいたします。 

 

〇平田体育保健課長 高校教育課ということ

でございますが、性教育については体育保健

課のほうで所管しておりますので、答えさせ

ていただきます。 

 県立学校での性教育、外部指導者を活用し

ての性教育の講演会については、体育保健課

のほうで把握をしております、どういった方

がどの学校でやっているかということは。 

 この講演会につきましては、保健学習等の

授業を補完する趣旨でやっているところでご

ざいます。 

 現在インターネット等には、性に関する多

種多様な情報が氾濫しておりまして、そうい

った間違った情報が数多く含まれる中で、正

しい知識の習得は不可欠と、そういったこと

から実施しているところでございます。 

 現在、学校等から性教育の講演会につい

て、保護者とか学校等からの苦情というの

は、本課のほうには上がってきてないところ

でございます。 

 また、講演会で使用されている用語につき

ましては、学習指導要領に基づいて作成され

ました教科書に載っている用語あたりを使わ

れていると、そういうふうに認識していると

ころでございます。 

 

〇内野幸喜委員長 いいですか。 

 

〇溝口幸治委員 そういう答弁が私も来ると

思うし、そんな逸脱した行き過ぎたものがあ

っているとは私も思わないんですが、これっ

てやっぱ受け手側が行き過ぎているかどうか

というのは判断するし、子供ですからどう親

に伝えるのかという難しいところもあるんで

すが、そこで私からの提案なんですけど、い

ろいろ講演をされる先生を、いろいろネット

とかで検索する、ああ、この人はこっち寄り

でこっちだとかいう目で見たりもするんです

よね。ですから、できるだけ県の職員の方、

知事部局の方とか、あるいはきょう県警もい

らっしゃっていますけど、県警のほうではネ

ットとこの性犯罪あるいは性の加害とか今の

児童虐待の問題とか、児童虐待でも性的な被

害というのが最近は多いと聞いております

し、非常に県警のほうでもそういうところは

把握されていて、高校によっては県警のほう
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から来ていただいて講師を務めていただいて

いるパターンも多いと思いますので、できる

だけその批判というか疑いをかけられないよ

うに、もうちょっと県警と連携をして、そう

いったところを対応すると、もちろんインタ

ーネットによる性犯罪とか性加害の抑止にも

なりますし、その辺もうちょっと連携をとっ

ていただいて、県警の皆さん方あるいは知事

部局の皆さん方にお出ましをいただく機会を

つくっていただくと、これは受け手側ですか

ら、そういう人たちから批判があっても、県

としてはこういう講師陣をそろえてますとい

うことができると思います。全てがそれがで

きるとは思ってませんので、そこまでは求め

ませんが、できるだけそういう連携を図って

いただきたいということを要望しておきたい

というふうに思います。 

 以上です。 

 

〇末松直洋委員 選挙権年齢が18歳に引き下

げられまして、何人かの先生が一般質問で取

り上げられたかと思いますけど、高校生に対

してどのような教材を使ったり、どのような

方たちがその講師を務められているのか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

 

〇越猪高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 主権者教育につきましては、国からの教材

等を参考にしまして、県のほうでガイドライ

ンをつくって各学校に発出したところでござ

いますが、それを受けまして、あすでござい

ますが、ちょうど各学校の教頭を集めまし

て、県教育委員会のほうからその内容等につ

いて、また研修等についての周知をする予定

でございます。 

 委員お尋ねの主権者教育の取り組みという

ことでございますが、県選挙管理委員会主催

の選挙出前授業というものが32校、外部講師

による講演、講話が13校、また、その他特色

のある取り組みとしまして、南関町の高校生

議会ですとか、18歳選挙権をテーマとした校

内のディベート大会、これは鹿本高校でござ

いますが、また主権者教育推進委員会を設置

して総合的に学校でどう進めていくかという

のを検討している、これは松橋高校でござい

ますが、また生徒、保護者向けの講演会をさ

れたり、卒業していく３年生の生徒に対して

校長先生がみずから講演をされるというよう

な取り組みが今進められているところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

〇末松直洋委員 いよいよ７月の参議院選挙

からもうこの投票がなされるということで、

特に高校生、多感な世代、時代でありますの

で、やはり先生の思いというのがなかなか、

それを真に受けるというか、そこら辺の非常

に敏感なところがありますので、ぜひ公平・

公正性を生徒たちに伝えていっていただけれ

ばと思います。 

 

〇内野幸喜委員長 ほかに何かありません

か。 

 

〇髙島和男委員 先ほど前田委員から当初予

算のときに、高校の入試の倍率の件が触れら

れまして、それなりに回答を若干いただい

て、私も若干補足させて質問をさせていただ

きたいと思うんですが、やっぱりああいう数

字が出ると、ＯＢはもちろんですけれども、

高校にかかわる皆さんの意気が消沈するとい

うのが正直なところだと思うんです。 

 教育長も、それぞれの町で存続するための

活性化を図っているということも、もちろん

それは重々わかります。 

 一般質問の中で具体的な学校名を挙げて、

クラスを減尐させるというような話もお伺い

をしました。 

 私は若干、ちょっと違う角度からお尋ねし
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たいのは、それぞれの学校の募集人員あるい

は定員ですね、これは大体いつごろ決まって

いる数字なんでしょうか。 

 

〇手島政策監 県立高校の募集定員につきま

しては、大体、夏ぐらいに私立、いわゆる公

私協といっておりますが、こちらのほうで議

論しまして、募集定員というものは一応決め

させていただいているところでございます。 

 

〇髙島和男委員 といいますと、毎年夏にそ

こら辺の数字を出して、毎年度変わるという

ことですかね、募集人員。そしてまた学校の

定員も変わるということですか。 

 

〇手島政策監 ちょっと説明が足りませんで

したが、公私協といいますものにつきまして

は、毎年公開の場で議論させていただいてお

ります。前年度の状況だったりいろいろな要

因を踏まえまして、大体次年度の募集定員と

いうところの大枠を決めさせていただいてい

るところでございます。 

 

〇髙島和男委員 それだけじゃ、毎年度詳細

にされているのにもかかわらず、やっぱり

０.幾つの学校がこれだけずらっと並ぶとい

うのは、どう思われますか。 

 

〇手島政策監 子供の数につきましては、今

現在、小学校から中学校まで在籍しておりま

す子供の数がございますので、大まかにこれ

を見ますと、今後だんだん減っていくのが大

体予測されております。ただ、受験行動とい

いますのは、この数だけではなくて、いろい

ろな要因があって進学が決まってくるものと

思っております。そこら辺を短期的には次年

度の状況あたりを予測しながら大体決めさせ

ていただいているところではございます。 

 

〇髙島和男委員 おっしゃるのはわかります

けれども、それでなおかつこういう状況です

ので、私はもう一歩踏み込んで、もう尐しや

っぱり詳細にといいますか、きちっとした数

を出していかないと、繰り返しになりますけ

れども、この０.幾つの数字が並びますと、

本当にやっぱり地域からするとどうにかなら

ぬのかというようなことになっていくと思い

ますので、そこいらをもう一回ぜひつぶさに

検討をお願いしたいと思います。 

 そしてもう１点、ついでにといったらいけ

ませんけれども、余りにも何といいますか、

コースというか細分化され過ぎているんじゃ

ないのと、私は素人的に思うんです。産業高

校になればなるほど、そのときのニーズに応

じてやっぱり学生がこういうような勉強をし

たいということで広がったんでしょうけれど

も、お医者さんと一緒で、余り広げ過ぎて何

が何だかわけわからぬというようなふうで、

倍率もまた小さくなり過ぎて、ここいらはど

うなんでしょうかね、見直す必要はありませ

んかね。 

 

〇手島政策監 学科のまたコースの編成につ

きましては、その時々の子供さん方の志向と

か、また地域の産業界からの要請あたりも踏

まえまして、さまざまな御意見も踏まえて検

討はさせていただいているところではござい

ます。 

 

〇髙島和男委員 ただ単に倍率でぱっと出た

から、それでいいよということじゃなくて、

本当にこの数字というのがいろんな方面に影

響を与えるということもぜひ、わかってはい

らっしゃるでしょうけれども、ぜひ再度また

認識を深めていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

〇荒木章博委員 ２月11日は紀元節というこ

とで、日本国でもパレードをして、ことしは

皇紀2676年という一つの、これは祭日になっ
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て国を挙げてお祝いをしているわけなんです

けども、小杉先生あたりが一番こういうのに

は詳しいわけですけれども、こんなやっぱり

日本国のこのことについて、これをやっぱり

子供たちにどういう教育の中でそれを反映し

ていくのかというのは、教育委員会、義務教

育課、高校教育課も含めて局長にお尋ねした

いと思うんですよね。こういうのをどういう

ふうに教育の中で、日本国は休みになり国を

挙げてこの祝いをするということ、どういう

ふうにお考えているかなと思います。 

 

〇上川教育指導局長 建国記念日を初め国民

の祝日については、小学校、中学校、高校で

もそれぞれ祝日の意味について指導している

ものと考えております。 

 また、あわせて、先ほどからあります日本

の歴史、伝統、文化についても、グローバル

化が進んでいく時代だからこそ、しっかりと

子供たちに教育をしていく必要があるという

ことも、あわせてお答えしたいと思います。 

 

〇荒木章博委員 小杉先生からも前、私に質

問があったから、小杉先生がこの紀元節をど

う思われるかなと思いまして。 

 

○小杉直委員 私に。 

 

〇荒木章博委員 先生にお返ししておかぬ

と、最後だけん。 

 

○小杉直委員 いやいや後で個別に答弁しま

しょう。 

 

〇荒木章博委員 はい、わかりました。 

 神武天皇が御即位された、天皇の行事なん

ですよ。天皇のいやさかを祝う祝いですか

ら、一部には反対があったり、一部には選挙

運動があったり、選挙の言葉を、参議院選挙

は誰を入れよう、知事選は誰を入れよう。本

当に悲しいことなんですね。この意味を理解

して、やっぱり私たちは政治家も含めて自戒

をしなければいけないなというふうに思いま

す。奉祝行事に出られた方たちから、私に非

常に苦言の電話がかかってきました。 

 私は、加藤神社で60名の子供たちが１日前

からその勉強会をやりまして、そこに参加さ

せていただいて、千秋万歳をその場でやりま

した。その後、北岡神社に行きまして、再び

千秋万歳をさせていただきました。 

 私たちは、この国の起こりをしっかり考え

ながら、政治とは違うわけですけれども、や

っぱり応援していきたいなというふうに思っ

ています。 

 日本国のいやさか、天皇家のいやさかを祈

りながら質問を終わります。 

 

〇内野幸喜委員長 ほかに何かありません

か。 

 

〇手島政策監 済みません、委員長。先ほど

の説明に、ちょっと補足させていただきま

す。 

 募集定員につきましては、私立学校のほう

と協議をしまして、一応調整はしますが、最

終的には教育委員会のほうで決定させていた

だいております。 

 

〇内野幸喜委員長 それでは、ここで平成27

年度教育警察常任委員会における取り組みの

成果について、御説明します。 

 委員会の管内視察の際に御報告しました

が、この常任委員会における取り組みの成果

は、今年度の当委員会の審議の中で委員から

提起された要望、提案等の中から取り組みが

進んだ主な項目を取り上げ、３月に県議会の

ホームページで公表するものです。 

 施策等への反映状況について、私に項目の

選定等を御一任いただきましたので、私と早

田副委員長、執行部とで協議しまして、当委
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員会としましては６項目の取り組みを上げた

案を作成いたしました。ここに上げた項目

は、いずれも委員会審議により取り組みが進

んだ、あるいは課題解決に向けての検討や調

査が動き出したようなものを選定しておりま

す。 

 もちろん、この項目以外の提起された課題

や要望等についても、執行部で調査、検討等

を続けておられますが、これらの項目を特に

具体的な取り組みが進んでいるとして取り上

げました。 

 また、提言について当委員会では、今年度

グローバル人材の育成についてをテーマに、

年度を通じて協議、視察等を行ってまいりま

した。そこで、皆様からいただいた御意見等

を取りまとめた形で記載しております。 

 現在の執行部の取り組み状況の部分を含め

て、今皆さんの手元にあると思いますが、こ

の案につきまして何か御意見等はありますで

しょうか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

〇内野幸喜委員長 なければ、この案でホー

ムページへ掲載したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  （「はい、了解」「立派にできておりま 

   す」と呼ぶ者あり） 

〇内野幸喜委員長 以上で、本日の議題は全

て終了いたしました。 

 最後に、先ほど溝口委員から話もありまし

たが、陳情、要望書が２件提出されておりま

す。参考として、お手元に写しを配付してお

りますので、御一読いただければと思いま

す。 

 それでは、これをもちまして第６回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

  午後３時29分閉会 

――――――――――――――― 

〇内野幸喜委員長 なお、この教育警察常任

委員会において、３月末をもって退職される

方が、私が聞いている限りでは５名というふ

うに聞いています。できれば、その５名の方

々、これまでの長年にわたる経験等も踏まえ

て、これからの警察本部さらには教育委員会

を背負っていく後輩の方々へのエールも含め

て、一言ずつ御挨拶をいただければというふ

うに思います。 

 それでは、まず警察本部の佐藤生活安全部

長のほうから、よろしくお願いします。 

   (生活安全部長、刑事部長、交通部長

    生活環境課長、教育委員会指導局長

    の順に退任挨拶) 

〇内野幸喜委員長 退職される皆さん、大変

お疲れさまでした。 

 今後とも、これまで培ってこられた経験

を、教育の充実、警察行政の充実のために力

をかしていただければと思いますので、今後

ともよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後の委員会でありますので、

私のほうからも挨拶をさせていただきたいと

思います。 

 この１年間、早田副委員長それから委員の

先生方、執行部の皆さん方には、この委員会

審議に御協力いただきまして本当にありがと

うございました。 

 手前みそですが、大変いい議論ができた１

年間じゃなかったかなというふうに思ってお

ります。今回のこの１年間の議論を、これか

らの警察行政の充実、教育行政の充実のため

に力いっぱい生かしていきたいというふうに

思っております。 

 それから、今御挨拶をいただきました退職

される皆さん方は第２の人生、これからもぜ

ひとも頑張っていただきたいと思います。 

 これで、私の委員長としての挨拶とさせて

いただきます。１年間お世話になりました。

(拍手) 

 早田副委員長からも、よろしくお願いしま

す。 

 

〇早田順一副委員長 それじゃ、一言お礼を
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申し上げたいというふうに思います。 

 短い１年間ではありましたけれども、内野

委員長のもとで委員会の運営に務めさせてい

ただきました。 

 委員会委員の皆様方におかれましては、御

指導、御鞭撻をいただきまして本当にありが

とうございました。 

 また執行部の皆さん方におかれましては、

ちょっと最後湿っぽくなりましたけれども、

お別れの時期でもありますけども、また新た

なスタートの時期でもあろうかというふうに

思います。その気持ちを一変して、お互いと

もに県勢発展のために頑張ればというふうに

思っておりますので、どうぞ今後ともよろし

くお願い申し上げまして、感謝の言葉といた

します。 

 本当にありがとうございました。（拍手） 

 

〇内野幸喜委員長 では、これで委員会を終

了させていただきます。 

 大変お疲れさまでした。 

  午後３時36分 

 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  教育警察常任委員会委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


